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○午前１０時００分 開 会 

【山本委員長】  ただいまより厚生委員会を開会いたします。 

 初めに、傍聴についてお諮りいたします。定員の範囲内で傍聴の申込みがあった場合、本日の傍聴を

許可することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【山本委員長】  異議ないものと認め、さよう決定いたしました。 

 日程第１、議案第14号 武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 本日は、議案に関連する資料が２件提出されておりますので、初めに説明をお願いいたします。 

【江波戸保険年金課長】  おはようございます。それではよろしくお願いいたします。武蔵野市国民

健康保険条例の一部改正について（議案第14号資料）に基づき御説明いたします。 

 １、条例改正の理由にありますように、以下の理由により、所要の改正を行うものでございます。 

 （１）税率等の改正につきましては、国民健康保険事業における財政の健全化を図るため、第１期武

蔵野市国民健康保険財政健全化計画（令和６年度改定版）に基づき、既存の基礎分、後期高齢者支援金

等分、介護納付金分について、令和８年度以後の国民健康保険税の所得割率、均等割額及び賦課限度額

の改正を行うものでございます。 

 （２）保険税の子ども・子育て支援納付金課税額の制定につきましては、子ども・子育て支援法等の

一部を改正する法律が公布されたことに伴う子ども・子育て支援金制度の創設等を踏まえ、子ども・子

育て支援納付金課税額を制定するものでございます。 

 続いて、２、改正の内容でございます。 

 （１）税率等の改正のア、被保険者均等割額の改正につきましては、表に記載のとおり、基礎分、後

期高齢者支援金等分、介護納付金分の合計で4,600円の引上げを行うものでございます。 

 イ、被保険者所得割率の改正につきましては、同様に、合計で0.5ポイントの引上げを行うものでご

ざいます。 

 ウ、賦課限度額の改正につきましては、基礎分と後期高齢者支援金等分を合わせて３万円の引上げを

行うものでございます。 

 裏面をお願いいたします。続いて、（２）保険税の子ども・子育て支援納付金課税額の制定でござい

ます。 

 子ども・子育て支援納付金課税額について、アは、全被保険者に係る均等割額を1,800円とするもの

でございます。 

 イは、18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金分を100円とするもので、これは子育て支

援の観点から、18歳未満の被保険者につき算定された均等割額は、その全額について軽減されるため、

その軽減に要する費用を18歳以上被保険者が支援することによるものです。18歳以上被保険者に係る均

等割額は合わせて1,900円となります。 

 ウは、所得割率を0.3％とするもので、エは、賦課限度額を３万円とするものでございます。 

 ４、武蔵野市国民健康保険運営協議会の答申でございます。２の内容につきまして、本市の国民健康

保険運営協議会に諮問し、２回にわたる御審議の上、答申をいただきました。答申では、近年では最大
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の改定幅となり、被保険者の生活への影響が大きいということ、また、被保険者の経済実態を鑑み、機

械的な引上げにならないように、慎重かつ柔軟に対応するよう配慮すべきである。そして、国民健康保

険制度が被保険者にとって持続可能な社会保険制度となるために、実態把握に努め、国、東京都に対し

て財政責任を果たすよう引き続き求めるべきであるとの御意見をいただいております。 

 ５、施行期日は令和８年４月１日でございます。 

 大変失礼いたしました。３が世帯構成・世帯所得別の保険税額の見込みでございまして、こちらにつ

きましては、別紙で世帯構成、また御所得別のモデルケースとして、ＡからＣの保険税額を記載してご

ざいます。 

【山本委員長】  説明が終わりました。これより議案及びただいまの説明に対する質疑に入ります。 

【東山委員】  本日もよろしくお願いします。 

 初めて、今回、国民健康保険運営協議会に委員として参加をさせていただきまして、市長からも、最

後の答申では例年にない強いコメントがあったというようなお話もありました。市長も昨年たしか医療

費のこういった支出に関しては、ちょっとそのまま引用しますけれども、「湿布代だけでも何千億の単

位だと思いました、医療費の支出が。なので、そういうことを一人一人が、これは環境問題ともちょっ

と似ているところがあるのですが、一人一人がそういうところに努力をすることで全体的な医療費を抑

えていくというのがこれから大事になってくるのかな」というようなコメントもございました。 

 ただ地方行政としては、できることもすごく限られているなと思いまして、ジェネリックとか、あと

は予防医療の促進とか、なかなかできることは限られている一方で、そういった現役世代の方々の税負

担というか、社会保険料負担というのは、ますます問題だなと思いまして、ぜひ政府による改革のスピ

ードアップはしっかりと党として求めていきたいなと思っています。 

 端的に３点だけ伺って終わりたいと思います。 

 厳しい言葉が並んだ答申について、御担当としてどのように率直に受け止めたかということについて

伺いたいというところと、あとはそういった公正、公平な負担に向けて、今後本市ではどのようなこと

を進められるのかを２点目に伺います。 

 あとは、最後３点目として、政府に対して今後どういうような制度設計を求めていくのか。我々とし

ては、党としても社保改革のスピードアップをしっかりと求めていって、医療費が過度に現役世代にと

って負担になり過ぎないように。そうすると我々の世代が高齢者になったときに、さらに５割、６割負

担になると思いますので、しっかりと改革を進めていただきたいというふうには思っているのですけれ

ども、この３点について、しっかりとコメントだけ、最後お願いをしたいと思っています。 

【江波戸保険年金課長】  １点目の答申の内容を受けての考え方でございますけれども、今回の条例

改正の内容についてですが、まず答申の中で、最大の改定幅、市民生活への影響が大きいということを

受けまして、まず２年前の税率改定における改定幅と比較をいたしまして、今回、子ども・子育て支援

納付金分がございますけれども、そちらを除くと、均等割額については400円低く、所得割率は0.02ポ

イント低く下回った設定で、条例改正の議案を上程させていただきました。 

 ２点目の、経済実態を鑑み、慎重かつ柔軟に対応するよう配慮すべきであるという答申の内容につき

ましては、12月に諮問させていただいた内容と比較をいたしまして、こちらも均等割額として1,200円
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の減、所得割率も0.18ポイントの減を図っているところでございます。 

 また、政府に対してでございますけれども、これまでも全国市長会、東京都市長会を通じまして、子

どもに係る均等割額の軽減措置の充実ですとか対象範囲の拡大、また、国庫負担割合の引上げ、低所得

者の方に対する負担軽減について要望は出してまいりました。こちらについては引き続き、全国市長会

ですとか東京都市長会を通じて要望はしていく予定でございます。 

 そのほかに、やはり医療給付費、こちらが下がらないと、市民の方、被保険者の方に納めていただく

保険税というのもなかなか下がらないだろうということがございますので、何としても、医療のＤＸで

すとか、あとは国民健康保険の一保険者として実施しております保健事業、こちらにつきましても、一

保険者としてもそうですし、国全体としても被保険者の方の保健事業に、市民生活、その方の生活の質

の向上にも直結しますので、努めてまいりたいと思います。もろもろ要望事項となってしまうこともあ

りますけれども、医療保険者として努めることは努め、また国、都に対して制度改正等、要望すべきは

要望していきたいと考えております。 

 以上です。 

【東山委員】  皆さんにということではないのですけれども、我が党は子ども・子育て支援金という

ことで、独身税について2024年の衆議院では法案可決に反対をしたにもかかわらず、途中で今、与党に

入って、そこら辺は凍結法案を出さないのだなと思って、すごく残念に思っておりまして、そこら辺は

しっかりと国会議員に対して僕は個人的には、独身税反対ということで戦ってまいりたいという決意だ

け述べて終わりたいと思います。 

【浜田委員】  では、よろしくお願いします。もう本当に悩ましい課題だなというふうに思っており

ますが、物価高騰の中で市民負担が増えるというところは、市がどこまで独自に緩和できるかというこ

とで、運営協議会等での答申でもお答えをいただいている部分でもあると思います。この制度変更によ

る負担増をどう市として受け止めていくか、また、どう緩和していくかというところがあれば伺いたい

と思います。 

 この子ども・子育て支援金制度が創設されて、一緒に保険料と一体で徴収される仕組みなのですけれ

ども、この財源という部分では何に使われるとか、そういうのも聞いて大丈夫でしょうか。 

 あとは、この制度が変わる部分、また負担増になる部分では、市民への説明責任があると思うのです

けれども、どういった形で対応されるのか、伺いたいと思います。 

【江波戸保険年金課長】  １点目の市民の方の、特に被保険者の方の負担増でございますけれども、

今現在でも、東京都が示す標準保険料率と武蔵野市の税率、ここにかなりの乖離がございますので、負

担増をどうやって抑制していこうかというのは、運営協議会の中でも御意見がよく出るものでございま

す。 

 特に今回の運営協議会の中では、医療保険制度全般に対する御懸念の御意見が多かったかなと思って

ございます。またその中でも、医療面についての啓発をよくしていっていただきたいというお話ですと

か、高齢者の方の医療費が増えるので、現役世代の負担が増えるといった御意見もございますので、や

はり一つ、歳出面の保険給付費、こちらを下げていかないと、負担抑制にはつながっていかないかなと

思っております。先ほどの説明と重なりまして恐縮ではございますけれども、引き続き歳出抑制のほう
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からは、保健事業を行っていく必要があるだろうと。 

 また、２点目の何に使われるかでございますけれども、子ども・子育て支援納付金分のこちらの使途

につきましては、法の中で定めがありまして、こちらは大きく７種類、児童手当の拡充ですとか、妊婦

の方のための支援給付、こども誰でも通園制度、出生後の休業支援給付金等が法の中で定められており

ますので、そのほかの内容には使われないということで説明を受けております。 

 また、３点目の被保険者の方への周知でございますけれども、一旦昨年の夏の時点で、７月に発送し

ております国民健康保険税の当初納税通知書、この中に、令和８年度から子ども・子育て支援金制度が

始まるということには少し触れさせていただきました。また、今回可決をいただけましたら、４月１日

号市報で、保険税の改定があったことについて御案内をさせていただきたいと思っております。また、

今年の７月の当初納税通知書にはチラシを同封させていただきまして、改めて被保険者の方には分かり

やすく説明ができるようにと思っております。市のホームページには、既に子ども・子育て支援納付金

制度が始まる旨については御案内をさせていただいているところです。 

 以上です。 

【浜田委員】  ありがとうございます。市のほうも御苦労されていることは十分分かっております。

説明責任の部分で、今、市報のほうにということと、７月の改定のときの資料を入れるという部分では、

それは私たちもしっかり頂いているのですけれど、やはりその後、何か質疑だとか御相談だとか、様々

担当課のほうに問合せとか、そういうことも今までもあったと思うのですけれども、そういうことにつ

いての注意事項だとか、それ以上に気をつけていくだとか、そういう部分って何かありますか。 

【江波戸保険年金課長】  国民健康保険制度自体がもう本当に分かりづらいものでございまして、今

時点でも、被保険者の方御自身の医療にかかる基礎分と、75歳以上の制度をお支えする後期分、第２号

介護被保険者の方の介護分、そこに加えての子ども・子育て支援分ですので、制度の説明を一つ一つ詳

しくお伝えすることが、本当に難しいことではあるのですけれども、当初納通を発送した後には、大体

１週間から10日ほどで900件ぐらいのお問合せがあったりします。それは制度そのもの自体もあります

し、税額のお尋ねもあるのですけれども、職員のほうが本当にきめ細やかに御質問にはお答えをしてお

ります。 

 また、質問、お問合せをいただかなくとも、何かしらの御自身で完結できるようなことも併せて考え

ていかなければなと思っておりますので、今までとちょっとチラシの内容を工夫したりですとか、様々

少しもっと被保険者の方に分かりやすくお伝えできればなというのは、職員として今考えているところ

でございます。 

 以上です。 

【本間委員】  では、質問させていただきます。まずそもそも、国保は２年に一度、武蔵野では大体

改定がされてきていますが、その２年に一度の改定に至った経過というのは、私の理解では、国、そし

て東京都が一般会計からの繰入れを解消というか、政府や東京都はそういうように御説明をしていると

思いますが、そういうことで２年に一度という改定になっていると理解をしております。これはいつま

でに解消をしなければならないのか、最初に御説明をいただきたいと思います。 

【江波戸保険年金課長】  武蔵野市の財政健全化計画の中では、令和17年度までに赤字の削減と解消
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を目指してございます。ならなければいけないかでございますけれども、義務ではございませんが、被

保険者の方の負担軽減のために一般会計から赤字の繰入れをするということは、つまり国民健康保険に

加入なさっていない市民の方の御負担を長年続けていくことでもございますので、本市におきましては、

令和17年度までに削減、解消を目指しているところでございます。 

 また、都、国の動向といたしまして、国のほうでは保険料水準の統一を今目指しているところでござ

いまして、それに基づいて東京都の運営方針の中でも、一旦納付水準の統一というのを図っているとこ

ろでございます。ちょっと国の動向といたしまして、財務省からは早く赤字の繰入れをなくすべきと

――昨年の秋頃ですけれども――財務省のほうで見解を出しておりますので、それを踏まえて保険料水

準の加速化プランについても、改定が今後行われるのではないかとは考えております。そういう認識で

おります。 

 以上です。 

【本間委員】  国保の赤字解消ということに関しての考え方というのは、私はちょっと見解が違って

おりまして、国保は、皆保険ですから、最終的に社会保険、会社などに勤めていらっしゃらない方たち

も含めて、最後のとりでというか、入れるところでありますので、やはり自治体がしっかりとした対応

をする制度だというように思っております。そういう意味では、ほかの保険に入っていらっしゃる方の

負担になるという考え方は、私はそういうふうには取っておりません。このことについては何回も主張

しておりますので、そこは申し上げておきたいというように思います。 

 それで、私はちょっと決算か何かのときに、東京都の方針についても紹介させていただいたことがあ

るのですが、東京都がなるべく早く解消をというようなことを、各自治体のところにも通達したと。今

説明いただいたのは国という御説明でしたが、いつまでに解消しなければペナルティがありますよとい

うような、そういうことはないと理解してよろしいのでしょうか。 

【江波戸保険年金課長】  ペナルティと申しますか、保険者努力支援制度というのがございまして、

国からの交付金が、東京都と、また都を経由して市区町村に交付される交付金がございます。その後、

保険者努力支援交付金のほうが、加点がないというか、限定されるといった、ペナルティ、そういった

名称ではございませんけれども、そういった制度がございます。 

【本間委員】  国保の値上げということになりますと、都道府県の知事会もこの問題では意見を上げ

ていますし、全国の市長会でも国保の問題については意見を上げているというように理解しております。

改定の議論をするときに、市長会でも意見を上げていますと、いつも担当も、それから市長もおっしゃ

っていて、それはぜひやっていただきたいというように思うのですが、意見を上げてどう変わっていく

のかなというところがよく分からないのです。その辺についてはどうなのでしょうか、お伺いしたいと

思います。 

【江波戸保険年金課長】  一番最初の回答の中でもお話しさせていただきましたけれども、国民健康

保険の場合ですと、加入なさっている被保険者の方、特にお子さんであっても均等割額がかかってまい

ります。今、国の制度の中では、未就学児の均等割額については半額の軽減措置がございますけれども、

こちらについて、今、国会のほうで健康保険法等の改正が提案されるかと思いますけれども、国のほう

で検討しておりますのが、その対象の年齢を拡充する、高校生年代まで拡充するということが検討され
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てございます。 

 ただ令和８年度からではありませんで、令和９年４月の施行を目指しているということですので、そ

れが通ると、国民健康保険の被保険者の方、特に高校生年代までの負担軽減、子育て世帯の方の負担軽

減は図られるのではないかと考えております。こちらの要望につきましては、市長会、知事会から長年

要望を出してきたものでございますので、それが通ることになるのではないかと認識をしております。 

 以上です。 

【本間委員】  国がもっと各自治体に対しても、この国保の運営を図るためのしっかりとした対策と

いうのは、ぜひやっていただきたいなというように思いますし、小美濃市長にもしっかり市長会で発言

していただきたいなと思います。 

 ただ、物価高で本当に大変な状況であることは、もう市民の方たちが痛感されていることですし、議

会でもそういう意見はたくさん上がってきていると思います。この時点で、健康保険料が高いというの

は、代表質問でもちょっと言ったのですが、市民の皆さんのすごい声なのです。アンケートを取ると、

物価高で大変だということと、それから同じように、健康保険、国保が高い――介護保険も高いのです

けど――というようにおっしゃるのです。 

 昨年は23区は、千代田区以外は保険料の値上げを抑えた――据置きだったかな――というようにやっ

てきているというところでは、やはり自治体としてそうした対応がされてきているのではないかなと思

います。今回、武蔵野でそうした対応をしていただければ、本当によかったなというように思っていま

す。これはそういうことで。 

 それで今回、さらに子ども・子育て支援金というのがつきました。これは分からない部分もあります

ので御答弁いただきたいのですが、今、資料として頂いたのが、全体が上がったら改定がこのぐらいで

すというモデルケースを頂いたのですが、子ども・子育て支援金という新たな制度、負担がどのような

影響があるのかというのは、ちょっとこの資料では分かりませんので、御答弁をいただけますでしょう

か。例えば、子ども、小・中学生は対象にならないわけですから、モデルケースで言えば、40代、50代

の夫婦の場合の世帯所得が300万円だと、どのぐらいの年間負担になるのか。70代の単身というのもち

ょっと知りたいのです。このケースで言えばどうなるのかというのを御説明いただきたいと思います。 

【江波戸保険年金課長】  まず、御夫婦２人とお子さんお一人の場合でちょっと試算をしてございま

すので、そちらで御説明させていただければと思います。御夫婦お二人でお子さんお一人の３人世帯で、

年収300万円、給与収入の想定でございますけれども、この場合の子ども・子育て支援納付金分が年間

7,800円でございます。お子さんにはかかりませんので、御夫婦お二人分が7,800円、年間分です。 

 こちらなのですけれども、もし仮に御夫婦お二人の場合、お子さんがいなくて御夫婦お二人で300万

だった場合は、こちらは逆に8,500円で多くなりますけれども、先ほど申し上げたお子さんお一人入っ

た３人の場合ですと、均等割額２割軽減が適用になりますので、若干低く抑えられているところでござ

います。 

 70代年金の御所得の想定で、お一人の場合で、今ちょっと試算はしていないところではございますけ

れども、国のこども家庭庁のほうがホームページで試算を公表しておりまして、収入別で試算を出して

おります。本市の先ほどの御世帯、御夫婦お二人とお子さんお一人の世帯と比べますと、国のほうの試
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算でございますけれども、こちらが7,800円としておりますので、本市との差はないということでござ

います。武蔵野市の料金設定、税率設定が高いということはございませんでした。 

 以上です。 

【本間委員】  ちょっと調べてみたのですが、この子ども・子育て支援金が、武蔵野市と多摩の自治

体ではどういう変化があるのかというのを御説明いただきたいということと、それから、国保の場合、

一般会計から繰入れとかがありますけれど、この支援金に対しての何らかの支援というのはあるのかど

うかというのも御説明いただきたいと思います。 

【江波戸保険年金課長】  多摩26市の動向でございますけれども、この子ども・子育て支援納付金に

ついて、ほとんどの自治体が東京都から示されます標準保険料率を採用していく方向というふうに、１

月の時点で伺っております。ただ均等割額につきましては、それぞれの自治体で円単位で採用するとこ

ろもありますれば、100円未満切捨て、切上げ、様々ございますけれども、ほぼ26市、多くの自治体が

標準保険料率同率でいくというふうに伺っています。 

 また、支援でございますけれども、まず子ども・子育て支援納付金分、こちらについても低所得の方

に対しては軽減措置がございまして、均等割額、先ほど申し上げた２割軽減ですとか、５割・７割軽減

がございます。そちらについては、国、都、また市については一般会計の負担が幾らか入ることになり

ますので、そういった意味では、それぞれ国、都、市からの支援があるということでございます。 

 以上です。 

【本間委員】  ごめんなさい、この子ども・子育て支援金の支出に関して、国と東京都から、その負

担分についての支援というのがあるということで理解していいのですか。もしあるとすればどのぐらい

の額になるのかもお示しいただきたいと思います。 

【江波戸保険年金課長】  支援ということが、すみません、ちょっと沿っているかどうかはあります

けれども、既存の基礎分、後期分、介護納付金分につきましても、２割軽減、５割軽減、７割軽減、低

所得の方の負担軽減については、国、都、市から繰入れがされているものでございまして、既存のその

制度については、今回導入をする子ども・子育て支援納期金分についてもそのまま適用されるものでご

ざいます。子ども・子育て支援分そのものに対する、ちょっと詳細な数字は持ち合わせておりませんけ

れども、一般会計のほうから、一旦国保事業会計のほうに繰入れをさせていただくものでございます。 

【本間委員】  分かりました。そうすると２割とか５割とかの負担軽減をしているところはあるけれ

ども、それ以外のところについてはないと、今の御答弁をそういうように私は理解しました。協会けん

ぽだとか、共済もそうだと思うのですけど、では、個人負担と事業所負担というのが両方あって、半々

というようにあると思うのですが、国保の場合はそういう考え方というのがないと思うのですが、その

辺も御説明をいただければと思います。 

【江波戸保険年金課長】  おっしゃるとおり、被用者保険ですと事業主の方と被用者の方で折半とい

うのがそもそもの制度でございまして、国民健康保険制度についてはそのような制度ではございません

ので、異なるものだと考えております。 

 以上です。 

【本間委員】  分かりました。改めて伺ったのですが。だから市として、事業者は市なわけで、やは
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りそこのところの負担というのも、私はきちんとあるべきだと思っております。それは国の考え方が違

うということになってしまって、市独自ではなかなか難しいのかもしれないのですが、だから、武蔵野

市として負担するのは全くおかしいことではないということを、改めて訴えておきたいというように思

います。 

 それで、子ども・子育て支援金の所得割の負担が0.3％になりましたけど、これは0.23か何かに、最

初の考え方としてはなったのではないかなと思うのですが、国のほうで0.3というようになったから武

蔵野でも0.3になったのかどうか、ここも御説明をいただきたいと思います。 

【江波戸保険年金課長】  今御指摘いただきました0.27％でございますけれども、12月に運営協議会

に諮問させていただいた際には0.27％でございました。最終的に今回0.30％で議案を上程させていただ

いているわけでございますけれども、11月に東京都から示されました標準保険料率、こちらが0.27でご

ざいました。今回上がった経緯につきまして、東京都のほうにも、各市もそうなのですけれども、照会

をかけたところ、国全体としてお子さんが減少傾向である中、東京都全体として、そこまでお子さんが

減らなかったというのがありまして、都内全体として、パーセンテージが11月と比較して上がったとい

うふうに伺っております。 

【本間委員】  この国のほうの答申――答申というのかな、考え方が何回か示されたときに、数字が

少しずつ変わってきているので、どれが正しいというか、どれが最終的に決まるのかよく分からなかっ

た部分もあるのですけれど、運協の中でも議論した最初の議論から比べて上がってしまったということ

は、事実としてあるというように思います。 

 では次に伺いたいのが、12月の議会のときに、課長からも、この子ども・子育て支援金は、毎年改定

されるというように御説明がありました。今回の条例を見ますと、そういう中身にはなっていないとい

うように思いますが、この点についての御説明をいただきたいと思います。 

【江波戸保険年金課長】  国からは、令和８年度から子ども・子育て支援金制度が始まり、令和10年

度にかけて段階的に導入をされていく。これは先ほどおっしゃっていただいたように、12月の厚生委員

会でもそのように御説明をさせていただいたかと思います。令和９年度以後の保険税でございますけれ

ども、実際には11月頃に東京都から、翌年度の事業費納付金が幾らぐらいになるのか、それに伴い標準

保険料率が幾らになるのかということが示されませんと、どの程度上がるのかというのも全く分からな

いところでございます。 

 また東京都も算定するに当たって、まずはこども家庭庁の中で、令和９年度、どれだけ子ども施策に

財源が必要なのか、それを各医療保険者にどの程度分配をして、分けて拠出いただくのか、それを出さ

なければ、我々医療保険者も全く算定ができないところでございますので、今回は令和８年度以後の保

険税率として御提案させていただいているものでございますけれども、恐らく令和９年度以後につきま

しても、子ども・子育て支援納付金分については恐らく改定が必要だろうという認識でおります。 

 以上です。 

【本間委員】  そうすると国の考え方が示された後、またこの条例については条例改正という形で提

案されていくということで、一応国のほうは段階的に引き上げていくということで、政府のほうの医療

保険制度の中で、国保については3,000億円でイメージとして示されていて、その中で今年度の改定が
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その約６割で、次の年、2027年が８割程度で、2028年が10割というような形での計算の仕方の中で提案

されていると、ちょっと説明書を読んだのですけれども、その後についても子ども施策について進めて

いくことの財源にこれを充てると考えていらっしゃるので、それは今後も改定は行われると理解をして

よろしいのでしょうか。 

【江波戸保険年金課長】  少なくとも令和10年度までは上がるだろうという認識でおります。今おっ

しゃっていただいたとおりだと思います。 

 それ以後なのですけれども、先ほど使い道はどのような使い道かでもお話しさせていただいたとおり、

使い道については法定で定められていまして、そのほかのものには使われない、流用はされないという

説明は受けてございます。 

 しかしながら、令和10年度以後毎年増えるかどうかでございますけれども、厚労省は当面自然に上昇

していくものではないというふうに公表はしておりますけれども、もしその使い道が法定の中で増えて

いくということがあったりですとか、子育て施策の中で何かしら単価の増があった場合に、では、医療

保険者で拠出する金額が増えないのかといったところについては、ちょっと私どもでもまだ分からない

ところで、増える可能性もあると思っていたほうがよいのかなとは考えております。 

 以上です。 

【山崎委員】  今日もよろしくお願いします。国がいろいろな制度を決めて、それを実務の部分でや

らなければいけないということで、なかなか自由度が低い中でいろいろしていかなければいけない、と

ても大変な事業だと思っております。 

 そういう中で幾つか質問したいのですけれども、まずは、何度か出ていますけど、令和17年度まで武

蔵野市の赤字負担補塡をなくしていくという目標を立てていますが、現状のこの値上げのペースで、こ

の17年度の目標というのは大丈夫なのか、それとも後半になって急に上げなければいけないとか、目標

をちょっと、本当にゴールを考えなければいけないとか、そういう状況に来ているのか、そこをお聞か

せいただけますでしょうか。 

【江波戸保険年金課長】  目標といたしまして令和17年度を掲げてございまして、17年度までに今の

赤字を削減、解消できるよう、今回議案上程をさせていただいたところでございます。財政健全化計画

でございますけれども、令和６年11月に改定をさせていただいた際には、令和17年度に武蔵野市の保険

税率が、東京都から示されます標準保険料率に近づく、イコールになるというように、基本的な考え方

をさせていただきました。それに基づいて今回の議案上程でございまして、２年に１回、また子ども・

子育て支援納付金についてはここ数年毎年になるかと思いますけれども、ちょっと御負担をお願いしつ

つ、段階的に削減、解消を目指しているところでございます。 

 後年度、令和17年度の後半に近づいていったときに、急激な上がり幅になるのではないかということ

なのですけれども、そういったことが起きないように、令和17年度と令和６年度実績、また令和７年度

実績を見つつ、その間目標とする指標を平準化して、今回諮問をさせていただき、また議案も上程させ

ていただいたところですので、今年度の負担が急激にならないようにということは考えて設定をしてご

ざいます。 

 以上です。 
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【山崎委員】  ありがとうございます。今の状況であれば、それほど目標を変えなければいけない、

または後半急激な増にしなければいけない、そういう状況ではないということで一安心しました。また、

本当に今インフレが起きて、またそれに伴っての収入増というのもあるということで、この先それぞれ

の皆さんの所得がどうなっていくか、非常に不透明な状況で、それほど先行――急がなくてもいいのか

なというのは私も思いますので、その辺りは一安心しました。 

 この辺り市民の方から、単純に値上げでいろいろ苦しい、厳しい、そういう声もあると思いますが、

目標に対してこのペースで大丈夫なのかとかそういうような、そちらのほうの市民の方からの声という

のはあるのでしょうか。それとも特にそういう部分は市民の方の関心はないのか、お聞かせいただけま

すでしょうか。 

【江波戸保険年金課長】  聞くところではそのようなお問合せはございませんで、むしろ御自身の税

額、どのように計算されたのかですとか、実際に社会保険に入ったけれどもどうしてかかっているのだ

といったお問合せのほうが多いので、今の健全化計画の赤字が解消できるのかどうかといった御質問は、

特段入っていない状況でございます。 

 以上です。 

【山崎委員】  その辺り市民の方も、ペースに合わすためにペースを上げろという声もないという状

況なので、そこは安心しました。 

 続きまして、近隣市、三鷹市にしても、西東京市にしても、小金井市にしても、武蔵野市の令和17年

度よりも遅い赤字削減目標を立てていますが、この辺り、他市、この近隣の自治体と比べて武蔵野市が、

令和17年が早いというわけではないとは思うのですけれども、そういう違いがあるのはどうなのか。ま

た、そういう近隣の市との違いだったり、また市民の方々の声や認識、そういう違いなんかというのは、

武蔵野市として把握しているのか、把握している場合、どういうようなことからそういう違いが起きて

いたり、声の違いがあるのかをお聞かせいただけますでしょうか。 

【江波戸保険年金課長】  26市の財政健全化の取組でございまして、各市の赤字削減目標年次はかな

りレンジ、幅がございます。令和５年度、６年度をもう既に目標年次と掲げている自治体もございます

し、令和24年度、だから武蔵野市より７年遅れて目標年次としているところもございます。やはり各市

でそれぞれかなり状況が違いますので、もう既に標準保険料率に近い税率設定をしているところは、も

う令和５年度、６年度を目標年次としているところです。そういった自治体ですと、なかなかもう毎年

改定していくのがちょっと厳しくなっているといったお声もいただいているところです。 

 一方で武蔵野市なのですけれども、26市の中でも若干遅い年度を目標年次として掲げております。な

かなか各市で取組が違いますのが、もう既に低い保険料率、保険税率のところですと、急激に上げてい

くというのは、恐らく被保険者の方の御負担が急に増えるということもあると思いますので、それぞれ

の自治体がそれぞれの赤字の金額ですとか、今現在の料率、税率を見ながら、議会にお諮りをして決め

ていっているのだろうと考えております。 

 以上です。 

【山崎委員】  特に武蔵野市より遅いところは、例えば財源的に余裕があるからもうちょっと遅くで

きるのだとか、または逆に、なかなか低所得者の人が多くて高負担させるのが厳しいから、厳しい財源
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だけど急激にできないのだとか、何かそういう、何で武蔵野市よりも遅いのかという理由とかを確認し

たりとか聞いたりとかしているのか、また、そういうことに対してそれぞれの別の武蔵野市より遅いと

ころの市民の方々の声を、お互い情報共有したりとかそういうのがあるのかは、お聞かせいただけます

でしょうか。 

【江波戸保険年金課長】  市民の方のお声ということは共有してございませんけれども、それぞれの

自治体でどのように税率を設定していっているのかということは、例えば議案を上程してもなかなか通

らなかったことが重なったということですとか、そういった情報共有はございます。 

【山崎委員】  やはり市民の方のことを考えれば、遅くて構わないならそういうほうがいいのかなと、

そういう見方ができるところもあります。かといって一方、先ほども話が出ました、国民健康保険に入

っていない方が、自分たちの税金が国民健康保険だけに使われるのはどうなのか、そういう声に対して

しっかり根拠を持って説明していくことも必要になってくると思います。 

 そういう中で、ぜひとも武蔵野市よりも遅い目標を立てているところが、どういう根拠を持っていた

りとか、どういう考えを持っているとか、市民の方の声とか、そういう情報収集もしていただければと

思いますので、そちらのほうは要望とさせていただきます。 

 また先ほどの民間の協会けんぽや何かと国民健康保険は様々な違いがあります。企業の負担分があっ

たりとか、扶養者が、民間のほうは別に扶養がいるからといって扶養家族の分が増えないとか、そうい

う違いがあると思いますが、ちょっと先ほど事業者負担の部分で、事業者負担があるから市が負担とい

う話が出ましたけど、この事業者負担って、協会けんぽとかそういう健康保険組合が半分持っているの

ではなくて、雇用主が半分持っているということだと思いますが、その考えで合っているかどうか、確

認させていただけますでしょうか。 

【江波戸保険年金課長】  被用者保険の事業主負担については、雇用主の方が半分負担をしていらっ

しゃるというふうに認識しております。 

【山崎委員】  雇用主が半分負担ということであると、要は健康保険の事業主である市が負担という

のは、またちょっと違うのかなというのは感じましたが、この辺り、何で協会けんぽや何かそういう民

間のほうは事業者負担があるのか、そういうのって何か聞いたことはあるのでしょうか。 

 いや、私も会社の経営もしているので、やはり経営者と話しても、結局事業者負担があるといっても、

それってもう経営者からしたら、その人の人件費が含まれて計算するので、その人の給与に入れたら所

得は増えるのではないかといっても、健康保険であれば控除されるので、別に事業者負担があろうが、

それが給与の中に含まれていても、差はないように感じるのです。そういう中で、あえてそれを分けて

いる理由というのがよく分からないのですけれども、それって何か聞いたりとかしていたら、教えてい

ただければと思います。 

【江波戸保険年金課長】  大変恐縮ではございますけれども、ちょっと事業主負担がどのような経過

で制定されたかということについては存じ上げていないところでございます。事業主負担が被用者保険

については半分ございますけれども、一方、国民健康保険につきましては、その代わりではございませ

んけれども、公費負担として給付費の半分ほどが、国庫、国から負担されているところですので、全く

制度としては、医療保険ですけれども、相当立てつけが違うなというふうに認識はしております。 
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【山崎委員】  ありがとうございます。企業負担がある、そういう国庫からの負担がある、いろいろ

金額や何かの違いもあったりとかするとは思いますが、そういう違いがあるということ。ありがとうご

ざいます。 

 これはほかにいろいろ見て、やはりそういう民間の協会けんぽであったり、企業の保険組合、業界の

保険組合、そういうのと国民健康保険。制度の違いとか、あとは構成している人の収入の違いとか、い

ろいろあると思いますが、どういうところが大きく違いがあるのか、そういう違いによって、やはり国

民健康保険はこういうところは厳しい運営になるのだ、そういうのがあれば教えていただけますでしょ

うか。 

【江波戸保険年金課長】  被用者保険でも、協会けんぽ、健保組合、共済組合等ございますけれども、

被用者保険に加入していらっしゃる方というのは、年齢としてはもう現役世代の方が多いので、必然的

に御所得もあり、また、医療保険にもそんなにかかっていらっしゃらない、保険給付費がそんなにかか

らないといったことがございます。一方国民健康保険ですと、リタイアされてから入る方が多いですの

で、65歳以上の方の割合が高い。また年金収入になりますので、御所得としても被用者保険よりは低い

方が多いといったこと。構造的な課題がございます。 

 この構造的な課題を解決するために、先ほど申し上げた、保険給付費については国から半分支払われ

ているというところ、また現役世代の被用者保険からは前期高齢者交付金として、前期高齢者の割合で

すとか保険給付費に合わせて、国民健康保険のほうに交付金が支払われているといった、支え合いの構

図がございます。様々制度の立てつけ、仕組みが違いまして、今回の運営協議会の中でも御意見として

ありましたのは、医療保険の制度の一本化、早期実現を望む声といったことも御意見の中にあったのは、

今回印象的だったなと感じております。 

 以上です。 

【山崎委員】  ありがとうございます。もう本当に、そういう構成している市民の方の収入から、使

う医療費から、立てつけから、もうあまりにも違いが大き過ぎて、なかなかいろいろ問題があるのだな

と感じています。そういう中で国民皆保険を維持していく。本当に大きな問題で、なかなか市としてや

っていくことで難しいところも多くあると思います。ですからぜひとも今後も、この国民皆保険を維持

していくために、市からも積極的にいろいろ情報を取って、いろいろ都や国にも提言していっていただ

ければと思いますので、これは要望とさせていただきます。 

 以上です。 

【山本委員長】  要望ですね。分かりました。 

 これにて質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

【本間委員】  では、武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、反対といた

します。 

 今回の予算でも、市長は物価高対策としていろいろ示されています。ギフトカードだとか、昨年は下

水道の基本料金を２か月据置きとか、いろいろ対応はされているとは思いますけれども、保険料の値上

げというのは大変大きな金額で、負担が大変重い。国や東京都が料金改定をというように迫っている中
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で、今年度は値上げを抑えた自治体というのが全国で100前後あったというように伺いました。それは

やはり、暮らしを支えるためにはどうしたらいいのかということの判断だったというように思います。 

 東京都の特別区は毎年のように値上げして、武蔵野より保険料としては高いというように、担当の課

長からも質疑をしたときに伺ったことはありますけれど、でも、今年度やはり千代田区を除いて引き下

げたと。これもやはり、区民生活をどういう形で守っていくかということの一つの表れだったというよ

うに思います。私は今回、物価高で暮らしが大変なときには、やはりこういう負担が大きくかかるもの

については、取りやめるという選択をすべきではないかというように思っております。 

 ２つ目は、子ども・子育て支援金です。新たな負担が出てきました。先ほどお伺いをいたしましたが、

モデルケースと御答弁いただいたのが、若干対象者が違うということはございますが、夫婦２人と子ど

もさんがいらっしゃる４人世帯で、モデルケースで言えば、300万円の所得の方では３万9,900円の値上

げと。大体同じだと思うのです。この中に子ども・子育て支援金が約7,000円から8,000円含まれている

と。 

 子どもの施策をしっかりやるのは、やはり第一義的には国の責任であって、一人一人の公的健康保険

に加入されている方の保険料からこのお金を支出するというのは、これは考え方が違うというように私

は思います。しかも来年、再来年と値上げをされて、新しい児童手当の増額だとかなんとか言いますが、

それがさらにまた見直しが行われれば、また負担が増えるという、そういう考え方というのは、やはり

大きな問題であるというように思っておりますので、この辺については反対をさせていただきます。 

【山崎委員】  本議案に対して、賛成の立場から討論させていただきます。 

 今回の国民健康保険料の改定は、子ども・子育て支援金制度の導入などの影響も含まれて、確かに負

担増になってしまう、そういう部分があります。しかし本市は令和17年度までに、保険税率を標準保険

料率と同水準にするという目標が掲げられています。その実現に向けては保険料を見直していくという

ことも必要である。それは間違いない事実だと思っています。また、保険料が値上がった後の金額に対

しても、26市の平均、また東京都全体の平均で見ても、武蔵野市は平均よりも低い金額になっておりま

す。 

 そういう意味で言うと、今までより負担増はあるにしても、平均よりは負担が低い市なのであるなと

いうふうに思っています。やはり国の制度が加わって、武蔵野市がなかなかどうこうできない。そうい

う中での値上げがある中で、他市よりは、平均から見てですが低いというのは評価できることだと思っ

ております。国民健康保険制度を将来にわたって維持可能にしていくためには、現行の枠組みの中では、

今回の改定、これはもうやむを得ない状況なのかなと思っております。 

 ですが一方で市においては、国民皆保険制度の維持を確保する、この観点から、引き続き東京都及び

国に対して様々な情報を取っていったり、または様々な提案をしていくことで、この制度そのものの維

持をどうしていくのか、より制度をどう変えていくのか、そういう提案をしていっていただければと、

そういうことを期待して、本議案に関しては賛成とさせていただきます。 

【山本委員長】  これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。 

 議案第14号 武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例、本案を原案のとおり決することに賛

成の方は挙手を願います。 
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（賛成者挙手） 

【山本委員長】  挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                          

【山本委員長】  日程第２、議案第15号 武蔵野市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といた

します。 

 直ちに質疑に入ります。 

【本間委員】  この条例を改正するに当たっての、なぜこういう条例を改正しなければいけないのか

ということについて、もう少し詳しく御説明をいただけますでしょうか。 

【吉田高齢者支援課長】  今回の条例改正の前提といたしましては、令和７年度の税制改正におきま

して、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられたということがございます。その

上で今回の条例改正につきましては、こうした市町村民税の課税、非課税ですとか、合計所得金額など

によって保険料を算定している介護保険において、税制改正の影響によって保険者の保険料収入が減少

する可能性がありますので、これを遮断するために、税制改正前と同様の介護保険料の算定を行うよう

にするというものでございます。 

【本間委員】  税制改正により55万円から65万円へ10万円引き上げられて、主に年収190万円以下の

ところが、所得税と住民税が軽減されるということですよね。そのことによって、介護保険の各段階が

変更されるということだとちょっと理解をしているのですけれど、どこの段階がどのぐらいいらして、

その方たちがこの条例を改正しないとどういう影響が出るのかということについて、御説明いただきた

いと思います。 

【吉田高齢者支援課長】  今回については、本人だけでなくて、世帯員も課税、非課税の移動がある

可能性があるということになりますので、この対象者数をはっきり明確に申し上げるということが非常

に難しいところではあるのですけれども、参考といたしましては、令和６年中の給与収入を見たときに、

控除額の引上げ対象となる55万円以上190万円未満の第１号被保険者は、市内で70人程度でしたので、

これを一つの参考値として考えてございます。 

【本間委員】  私も細かいことがちょっとよく分からなかったのですが、税制改正によって、第７段

階から第９段階の人たちに影響があるのかなと思ったのですが、もう少し詳しく御説明をいただきたい

というように思います。それをお願いします。 

【吉田高齢者支援課長】  今回影響がありますのは、新しい給与所得控除で見たときに、非課税扱い

となる、前の考え方、給与所得控除が変わる前だと課税なのだけれども、非課税になる方、こうした

方々をもう一度課税とみなすことで、介護保険料が変わらないようにするというような扱いでございま

す。 

【本間委員】  それで、どの段階の方たちが対象となるのかというのを聞いたのですが、それはいか

がなのでしょうか。 

【吉田高齢者支援課長】  例えばですけれども、簡単に、本人の単身世帯で考えたときに、例えば給

与所得控除の引上げ後、第４段階になる方、もともとは例えば第７段階にいた方が第４段階に行き、そ

れをまた元に戻して第７段階にすると、そういった扱いになります。 
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【本間委員】  そうすると、今回の税制改正によって、第７段階だった人が第４段階になるけれども、

それを第７段階ということにして今までと同じ保険料を徴収するという、そういうものなのでしょうか。 

【吉田高齢者支援課長】  委員がおっしゃるように、例えば第４段階で従来の給与所得控除引上げ前

の考え方だと、第７段階の方が給与所得控除が引上げになると第４段階になるのだけれども、それをま

た第７段階に戻す、そういった例が考えられます。 

【本間委員】  そうすると、税制改正によってその人が保険料が低くなるのだけれども、この条例改

正によって今までと同じ保険料に１年間しますというのが、この条例の改正だということですか。 

【吉田高齢者支援課長】  委員がおっしゃるとおりでございます。全国的に見たとき、今回の税制改

正の影響によって保険者のほうで介護保険収入が下がってしまうと、介護保険運営に影響が出てしまう

おそれがある。そうしたことを考慮しまして、国のほうとしてはこうした措置を行うということとした

ところでございます。 

【本間委員】  そうすると、この対象というのは最初に御説明いただいたように、所得とすればそれ

ほど高い方たちではないです。その方たちに対して今回の税制改正で、保険料の段階が下がったけれど、

この条例を改正することによって今までと同じだけ払いなさいということなのか。何回も同じことを聞

いているようですが。それから、もしかしたらそれだけでなくて、低くなる人もいますよということは

あるのか。多分ないのではないかなと思うのです。そこをちょっともう１回確認します。 

【吉田高齢者支援課長】  介護保険につきましては、３年間、介護保険料を同一に設定するという、

考え方、基準を同一に設定するものでございます。ですので、基本的には同じ収入であれば同じ介護保

険料を、その３年間はお支払いいただくことになると。こういう考え方がベースにございます。 

 今回については、給与所得控除の引上げの適用後は確かに、この所得段階が下がることがございまし

て、これをまた元に戻すというのが今回の措置ではございまして、これが基本的な考え方。多くの方は

これが適用されるのですけれども、国のほうとしては、給与所得控除が上がることによって、その分の

就業調整を行う人がいないとも限らない。そうした方については減免を行うことができるとしています

ので、これが第15条の規定にございます。ここの部分に該当する方については、さらにまた戻った介護

保険料に対して減免が行われるという措置はあるのですけれども、基本的には先ほどのように、給与所

得控除引上げ前の状態に戻すということにはなります。 

【本間委員】  今までと同じ保険料になるから、武蔵野市の介護保険の会計には変化はないというこ

とだと思うのですが、それの確認をさせていただきたいというように思います。 

【吉田高齢者支援課長】  委員がおっしゃるように、介護保険財政に影響が出ないような形にすると

いう考え方によるものでございます。 

【山崎委員】  ちょっと今の話を聞いて疑問に思ったことが出てきたのでお聞きします。まず一つが、

このような手続を取っているところは、武蔵野市だけでなくて、もう全国的に地方自治体全部そうなの

か、それとも取らないところ、取るところはばらばらにあるのか、それとも武蔵野市が結構特例的なこ

となのか、そこをまずお聞かせいただけますでしょうか。 

【吉田高齢者支援課長】  介護保険の保険料につきましては、政令で定める基準に従って条例で定め

るということになってございますので、基本的にはこの政令改正によって、全国の自治体で、条例を改
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正しなくてもいい自治体もあるのですけれども、基本的には条例改正をして、政令と同じ考え方で介護

保険料を設定するというものでございます。 

【山崎委員】  では結構多くのところが同じような手続を取っている、または元からの仕組みでこう

いうような感じのが含まれていたから、しなくていいというところが多い。武蔵野市が何か特別なこと

をしているわけではないという認識でよろしいでしょうか。 

【吉田高齢者支援課長】  今回の条例改正については武蔵野市単独のものではなくて、同様の条例改

正を行っているところが全国でたくさんございます。この条例改正を行うのは、細かい話になってしま

うのですけれども、介護保険料の多段階設定というものをやっている自治体については、各自治体の条

例で定めておりますので条例改正が必要になります。ただ、政令をそのまま参照するような条例を設定

しているところにつきましては、条例改正が必要でないというふうに認識してございます。 

【山崎委員】  武蔵野市が特別なことをしている、特別多くを取ろうとしているわけではないという

ことが分かりました。 

 またこの対象になって、要はこの条例がなければもっと保険料が低くなる対象だったのに、これによ

って上がってしまうという対象になるような人はどのぐらい予想されているのか、分かれば教えていた

だけますでしょうか。 

【吉田高齢者支援課長】  先ほど本間委員のところでもお答えしたところではございますけれども、

今回の対象者数が、本人だけでなくて、世帯のそうした給与収入の変動によっても影響されるので、な

かなかここの正確な数値を見込むことは難しいのですけれども、例えば令和６年中の給与収入で見ると、

給与収入55万円以上190万円未満の第１号被保険者は約70人程度でしたので、これが一つの参考値にな

ろうかと思ってございます。 

【山本委員長】  これにて質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

【本間委員】  介護保険条例の一部を改正する条例なのですが、ちょっと私、勘違いをしていまして、

質疑を伺って、これはちょっとおかしいなというように思いました。ということで、これは認められな

いなということで反対させていただきます。 

 そもそもこの税制改正で、103万円の壁という議論もありましたが、ちょっと収入が増えるというこ

とで、少しでも楽になるというようなことがあったのだと思いますが、しかし今回の市の説明によると、

そうした人が介護保険の制度で３年間保険料が変わらないということなので、本来は保険料が安くなる

にもかかわらずそのままの金額にするという、こういう考え方というのはどう考えても、国がそういう

ようにやっているのですけれど、これは納得できないなと思いますので、これについては賛成できませ

ん。反対いたします。 

【山本委員長】  ほかの討論の方はいらっしゃいますか。いないですね。 

 これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。 

 議案第15号 武蔵野市介護保険条例の一部を改正する条例、本案を原案のとおり決することに賛成の

方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 
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【山本委員長】  挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                          

【山本委員長】  日程第３、議案第18号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約

を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【山本委員長】  では、これにて質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【山本委員長】  これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。 

 議案第18号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約、本案を原案のとおり決する

ことに賛成の方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

【山本委員長】  挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                          

【山本委員長】  日程第４、議案第19号 令和７年度武蔵野市一般会計補正予算（第10回）第１表 歳

入歳出予算補正中、歳出 第３款民生費（人件費及び第２項児童福祉費を除く。）、第４款衛生費（人

件費を除く。）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

【東山委員】  財務部長がすごく早口でしたので、ちょっと聞き取れなかったところがあったのです

けれども、１点だけ伺いたいところがございまして、関連した質疑をしたくて。 

 高齢者の方のコロナワクチンの接種件数の減というような話があって、そこがちょっと性差の云々に

関わってみたいな話があったと思うのですけれども、ワクチンの接種記録については、予診票について

は以前一般質問したことがございまして、接種件数が減ったことによって、今後はちょっと予診票とか

のデータ化とかも必要だと思うのですけれども、そういう接種記録のデータ化とかそういったものは、

今回の予算措置とか今後の予算措置で何か追加するものがあるのか、今回の予算に関わってくるものが

あるのかについて、ちょっとお伺いしたいと思います。保存期間の無期限延長とか、そういう検討状況

とかも含めて、何か追加でもしお答えできるものがあれば、御担当から伺いたいと思います。 

【寺井地域保健調整担当課長】  コロナワクチンの接種記録、今こちらの保存期間の御質問をいただ

きました。これまでは接種を行ってから５年間、予防接種法のほうで定められていたのですけれども、

今回、被接種者の方が亡くなってから５年間経過する日までの間ということで、保存期間が延長された

ということで、国のほうで新たに決められたことでございます。 

 現在、市のほうでも、保存期間、データ化を一部しているものもあるのですけれども、今後具体的に

どういった形で運用していくかというのは、ちょっと国の動向とか他自治体の動向などを踏まえた上で、

今後検討していきたいというふうに思っておりますけれども、あくまでも国のほうでは、保存期間が亡

くなった日から５年間ということで延長になりましたので、今後対応のほうはしていきたいとは思って
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おります。 

 以上です。 

【蔵野委員】  それでは、204ページの衛生費の予防費のところで伺いたいと思います。こちらは補

正額が２億8,800万円の減となっていますけれども、これは予防接種事業、それから老・成人保健事業

の辺りで減が大きいのですけれども、その内容の詳細と背景について伺いたいと思います。 

【寺井地域保健調整担当課長】  ただいま、予防費の補正減で御質問いただきました。今回、予防費

全体で２億8,800万円の補正減となっておりますが、このうち予防接種事業で約２億1,700万円の補正減

となっております。主なものにつきましては、需用費、医薬材料費、こちらのほうが１億600万円とい

うことで、こちらの補正減の一番大きな要因といたしましては、ＨＰＶワクチン、こちらはキャッチア

ップの接種件数が当初見込みを大きく下回ることによるものでございます。こちらのＨＰＶワクチンな

のですけれども、ほかのワクチンと比べますと１回当たりの単価がかなり高いということで、見込みを

大きく下回ったことで補正額も大きくなったところでございます。 

 以上でございます。 

【田中保健医療担当部長】  今、予防接種についてお話をさせていただきましたが、老・成人事業の

ほうで言いますと、こちらで大きかったのが、健康診査が見込みに達しなかったというところでござい

ます。特定健康診査についてなのですけれども、周知の段階で皆さんに通知をお送りしたりですとか、

あとは受診期間、こちらを封筒のほうに明記したりということで、なるべく受けていただくように取り

組んだところではあるのですけれども、国民健康保険の被保険者の方も減少していること等もありまし

て、当初見込みを下回りまして、健康診査で言いますと4,600万円、こちらが大きなところですけれど

も減ということで、今回、補正予算を提出させていただいたところでございます。 

【蔵野委員】  特定健康診査、先ほど国保の加入者の減ということなのですけど、ということは、該

当者が減ったというわけではなくて、該当者は例年と比べてどうだったのかということを、１点伺いた

いと思います。 

 あとさっきのＨＰＶワクチンです。キャッチアップ接種。これはうちの娘も対象者でして、同級生の

保護者の方からも、この制度についていろいろ御不満というか、御意見がありまして、この制度が、対

象者というのが1997年４月２日から2009年４月１日生まれの女子ということで、その女子の中で2022年

から2025年に１回以上接種した方というふうになっています。 

 ちょうどうちの娘が高３で2007年生まれで、対象者ではあるのですが、ちょうどその頃の世代、今高

校３年生ぐらいの方って、接種控えがあって、その後、コロナの騒動があって、なかなか接種の機会が、

その後それでまた受験なんかが重なって、これを受ける機会を逃している方が結構多いのです。それで

キャッチアップの話も、ちょうど高校３年生で受験が重なって逃してしまって、この2025年の３月31日

までに一回も接種していないという場合も結構いらっしゃるのです。それで慌てて問い合わせると、そ

こまでに１回でも接種していないと、もう全額負担です。今９価のワクチンだと１回３万円になるので

す。それを３回だと、もう10万円ぐらいになってしまうわけです。 

 それで、これはどうなのでしょう。接種者が見込みより少なかったって、どれくらい、何人ぐらいを

まず予算計上していて、実際今までで何人ぐらい、接種をキャッチアップでされているのかというとこ
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ろを教えていただきたいと思います。 

【江波戸保険年金課長】  １点目の国民健康保険の特定健康診査の対象者でございますけれども、

年々被保険者数全体が少なくなっておりますので、母数自体が減っているという状況でございます。今

回当初予算と比較して補正減させていただきますけれども、受診者数は令和６年度と比べて若干増える

のではないかと、今見込んでいるところではございます。被保険者全体も減っているということでござ

います。 

 以上です。 

【寺井地域保健調整担当課長】  キャッチアップの接種について御質問いただきました。委員が御案

内のとおり、このＨＰＶワクチンの積極的勧奨が再開されたのが、令和３年の11月に国のほうで、そう

いった積極的な勧奨を差し控える状態を解消したということで、本市におきましても令和４年度から個

別勧奨を再開したところでございます。キャッチアップのほうも令和４年７月から、その対象、今、委

員に御案内いただいた対象世代の方に、個別に予診票をお送りして対応しているところでございます。 

 こちらのキャッチアップにつきましては、令和６年度で一応接種期間が完了したところなのですけれ

ども、御案内のとおり、令和６年度に駆け込み需要ということで、一部全国的にワクチンの供給不足が

発生したということで、令和６年度中に１回でも接種した方については、さらに１年間期間延長、経過

措置ということで設けられているところでございます。幸い本市ではそういったワクチンの供給不足と

いうのは発生しなかったのですけれども、一部の医療機関では納品に少し時間がかかったというような

報告を受けておりますけれども、大きな影響はなかったところでございます。 

 接種者数につきましては、当初予算では約4,000人ほどを見込んでおりました。令和６年度の実績が

延べで約5,000人というところなのですけれども、こちらは昨年の11月末実績で延べ700人ということで、

最終的には延べ1,500人ぐらいということで、昨年度よりかなり大きく減少するものと見込んでおりま

す。本市でも、昨年の２月ですか、３回未接種者の方に対して、まだ接種されていないですよというこ

とで御案内のはがきを、7,500人の方にお送りしたところでございます。 

 以上でございます。 

【蔵野委員】  特定健康診査に関しては、対象者が減っているというのもあるけど、対象人数は大体

横ばいぐらいという理解でいいのですか。要するに、対象者が減っていれば、不健康で、それに引っか

かっている方が減っていればいいのだけれども、増えているとどうなのかなというのは感じましたけれ

ども、もし御意見があればいただきたいと思います。 

 キャッチアップのほうは、これはそうすると見込みより随分減っているというか、接種者が少ないと

いうことで、これはちょっと問題というか、まずワクチンが不足しているから制限を設けたということ

なのだけれども、１回でも打っていないといけない。このキャッチアップの対象者が、2025年３月31日

までに１回以上接種していないといけないという、多分国からの設定だと思うのですけれども、これの

根拠というのは何なのでしょうか、教えていただきたいと思います。 

【江波戸保険年金課長】  １点目の特定健康診査の対象者でございますけれども、特定健診の対象が、

国民健康保険被保険者の中で40歳以上の方でいらっしゃいます。なので、特段健康状況にかかわらず、

40歳以上の方に受診票をお送りしておりまして、国民健康保険被保険者全体が減っている中、対象とな



不確定原稿 

－ 20 － 

る40歳以上の被保険者の方も減っておりますので、その推移でございます。 

【田中保健医療担当部長】  受診者数の件でございますけれども、こちらもやはり対象になる方が減

っているのに合わせて、減少傾向ではあるのですけれども、先ほどちょっと保険年金課長のほうからも

御答弁しましたが、令和７年度、まだ見込みの段階ではございますけれども、こちらについては令和６

年度を若干超えてきているような状況でございますので、こちらはやはり受診率向上というのが課題で

ございますので、引き続き受診につながるような取組は続けていきたいというふうに思っているところ

でございます。 

【寺井地域保健調整担当課長】  キャッチアップの接種期間の根拠という御質問をいただきましたけ

れども、キャッチアップの接種期間につきましては、国のほうから令和６年度末ということで通知が来

ておりまして、この令和７年３月、こちらで接種期間が終了というところだったのですけれども、先ほ

ども御答弁さしあげたとおり、一部地域でワクチンの供給不足が発生して、接種したくてもできない方

がいらっしゃったというところで、３回接種が完了しなかった方がいらっしゃったということで、国の

ほうが特例的に１年間、接種期間を延長したところでございます。 

 以上です。 

【蔵野委員】  特定健康診査に関しては分かりました。 

 ＨＰＶワクチンのキャッチアップのほうは、いや、接種期間というよりも、１回以上接種した方を対

象としていることの根拠、要するにゼロ回の人は何でこれは対象ではないのかということを伺いたいと

思います。 

【寺井地域保健調整担当課長】  すみません、先ほども御答弁したとおり、令和７年３月までに１回

以上というところで、３回接種したくても接種できなかった方がいらっしゃったということで、国のほ

うで、１回接種した方に限って、令和７年度につきましても、１年間特例的に期間を延長するという措

置を講じたところでございますので、令和７年３月までに一回も接種されていない方につきましては、

今回のこの経過措置期間延長の対象外となるところで、国のほうからも通知をして、そちらに基づいて

対応しているところでございます。 

【蔵野委員】  何かちょっとよく分からないのですけれど。結局キャッチアップの接種を行うことに

なったきっかけというか、背景には、ワクチンの接種控えということがあったので、未接種の方をでき

るだけ接種したいという背景があったからというふうに、市のホームページにも書いてあるわけで、そ

れであれば別に一回も接種していない人だって、この今回のキャッチアップのあれによって、接種した

いとやはり気がつく方っていらっしゃるわけです。 

 それで、この期間内に３回は間に合わないかもしれないけれども、１回でも２回でも受けられれば、

あと３回目は自費で受けるとか、そういうことだってできるわけなのに、１回でも接種していないと対

象にならないということを、もう少し詳しく説明いただきたいのですが。これ以上出なそうな感じなの

ですけど、もしあればそこのことを伺いたいのです。だって、１回今回のキャッチアップで拾えれば、

今後自費でも２回目、３回目を受けたいという人もいると思うのですけれども、そこがちょっと分から

ないということです。 

 それと、続けて伺いますけれども、今回のこの予防接種事業のところに、男性のＨＰＶワクチンの接
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種費用は入っているのか。男性のＨＰＶワクチンは本市で２万2,500円助成を出していますけれども、

そこら辺の予算というのも入っているのかどうか、伺いたいと思います。 

【寺井地域保健調整担当課長】  まず先に、男性のＨＰＶワクチンにつきましては、今回の補正には

入ってございません。 

 それとあと、キャッチアップの期間なのですけれども、一回も接種されていない方に対して、市のほ

うとしても、やはり実際接種されていない方への周知、啓発というところが大切だという認識の下、先

ほども御答弁したとおり、昨年の２月に、個別に、一回も接種されていない方、１回しか接種されてい

ない方、２回接種された方の全ての方に対して、御案内のはがきをお送りしているところでございます。 

 以上でございます。 

【蔵野委員】  では別なふうに伺うけれども、そういうふうにはがきや連絡を出したから、今回キャ

ッチアップの対象であるべきではないというか、そういう対象として市としては考えていないというお

考えでよろしいのかどうか、伺いたいと思います。 

 それと、では男性のＨＰＶワクチンの予算って、別な項目にどこか入っているのかどうか、それにつ

いても伺いたいと思います。 

【寺井地域保健調整担当課長】  すみません、繰り返しの答弁になって申し訳ないのですけれども、

キャッチアップの接種につきましては、令和６年度で終了ということで国のほうからも通知をいただい

ております。あくまでも令和７年度のこの１年間、経過措置、期間延長につきましては、本来のキャッ

チアップ接種期間にワクチン不足で接種できなかった方の救済措置、あくまでもこの救済措置というこ

とで期間延長になっておりますので、この１年間、７年度、今年の３月末までに接種いただくべきもの

として、市のほうもこれまで対応していたところでございます。 

 男性のＨＰＶワクチンにつきましては、先ほども御答弁したとおり、今回の補正減には含まれており

ません。 

 以上です。 

【蔵野委員】  ではＨＰＶワクチンのほうは、その令和６年３月に一旦終了して、それから延長にな

ったから、そこに関しては一回も接種していない人は対象外であるという考えですね。分かりました。

それに関して私はそうあるべきではないと思っていますけれども、そのような考えであれば理解しまし

た。 

 それで、男性のほうはこの予算は予防費に入っていないのであれば、どこかに入っているのですかと

いう質問をしたのですけれども。 

【寺井地域保健調整担当課長】  失礼しました。男性のＨＰＶワクチンの予算につきまして、この予

防費に含まれているのですけれども、今回の補正減には含まれていないというところでございます。 

【蔵野委員】  予防費には入っているけど、補正減には入っていないということですね。それでは伺

いたいのですが、補正予算とはちょっと違いますけど、当初予算ではこの男性のＨＰＶワクチンの接種

を何人ぐらい見込んで、今現在どれくらいの接種があるのかということを伺いたいと思います。 

【寺井地域保健調整担当課長】  すみません、今ちょっと手元に数字がありませんので、後ほど確認

して、改めて御答弁させていただきます。 
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【蔵野委員】  分かりました。ではちょっとこれは後にしまして、そうしましたら、194ページの障

害者福祉費について伺いたいと思います。こちらが２億6,494万円の増となっていまして、主な増のと

ころが生活援護費３億80万円の増となっていますけれども、こちらの内容の詳細と背景について伺いた

いと思います。 

【大浦障害者福祉課長】  ただいま生活援護費の３億円増の理由等をお尋ねでございます。これは昨

年度も実は補正でお願いしたのですが、毎年度利用が増えておりまして、当初の予算のほうには枠がご

ざいまして、なかなか伸びをそのまま乗せ切れないという現状がございます。この時期になりまして、

実際の伸びを勘案しまして、補正で毎年お願いをしているものでございます。サービスの内容としまし

ては障害福祉サービスで、主に共同生活援助、グループホーム、それから生活介護、児童発達支援事業

などとなっております。 

 以上です。 

【蔵野委員】  伸びを乗せ切れないというところなのですけれども、今回伸びた要因というのはどの

ようにお考えでしょうか。 

【大浦障害者福祉課長】  障害者の数というのも毎年増えてはいるのですけれども、その中で御利用

になるサービスの量が増えてまいりまして、また重度化、高齢化いたしますと、給付の伸びも上がって

まいります。そういったところで毎年増えてきているというふうに考えております。この伸びが、毎年

度ある程度こちらで予測はするのですけれども、やはりサービスの内容によってはこちらの予測を上回

るような伸びも見られますので、この時期に実際の伸びを見て調整するという状況になっております。 

 以上です。 

【寺井地域保健調整担当課長】  大変遅くなりました。男性のＨＰＶワクチンの実績なのですけれど

も、当初予算では、150人掛ける３回で、延べ450回分の予算を見込んでおりました。現時点での実績で

すけれども、まだ今年度終わっていないですけれども、延べ100回程度の接種を見込んでいるところで

ございます。 

 以上です。 

【蔵野委員】  障害者福祉費の生活援護費のほうは分かりました。毎年これは補正で結構追加になる

ので、どういう仕組みなのかなということで伺いました。 

 あと、同じこちらの項目で、住宅援護費、これが650万円減になっていますけれども、ここについて

もちょっと内容と詳細、背景について伺いたいと思います。 

【大浦障害者福祉課長】  住宅援護費について御質問いただきました。これは心身障害者住宅費助成

といいまして、心身障害のある方への住宅費の助成、家賃の補助となっております。毎年度見込みを立

てて計上しているのですが、今年度につきましては当初の想定を下回ったということで減をさせていた

だいております。 

【蔵野委員】  減の内容は分かったのですけど、それが減になった背景はどのように把握されている

でしょうか。 

【大浦障害者福祉課長】  こちらの要件としましては、民間の共同住宅を借りていることというのが

要件になっております。心身障害のある方は、身体、知的の方が対象ですので、民間の住宅よりもグル
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ープホーム等の利用が多かったのかと分析しております。 

 以上です。 

【蔵野委員】  分かりました。それでは男性のＨＰＶワクチンです。これもやはり予算よりも随分少

ないです。私は、関連して男性のＨＰＶワクチンというのを最近いろいろ聞きますから、これを調べる

と、本市では１回の接種につき2,500円の負担、助成をしているのです。これも男性のほうは任意接種

だから、基本的に自己負担というふうになっていて、４価のワクチンだと１回２万円ぐらい、９価の最

近のワクチンだと、１回３万円するのです。これを３回接種するのです。これもやはり、もう最近の９

価のを打つとなると、３回で10万円かかるわけです。 

 その中で、１回の接種2,500円ほどの――と言ったらあれですけれども――助成だと、やはりこれは

受診者は私はそんなに増えないと思っているのです。世田谷区とか町田市って、これは全額助成なので

す、自治体で。そこら辺で本市が2,500円の負担にしている根拠というのを伺いたいと思います。 

【寺井地域保健調整担当課長】  すみません、ちょっと先ほどの御答弁で１点修正させてください。

男性のＨＰＶワクチンの補正減につきましては、今年度のこの事業運営委託料の中で、今回150万円の

男性のＨＰＶワクチンの補正減をさせていただいております。 

 それと、任意接種の自己負担2,500円の根拠なのですけれども、本市の任意接種に対する費用助成の

考え方といたしまして、ほかのワクチン同様、基本的に2,500円の根拠なのですけれども、任意接種で

行っている子どものおたふく風邪、こちらも2,500円の自己負担をお願いしているところなのですが、

そちらのほうの費用と合わせるということと、あと、ワクチン代の半額程度という形でこれまで対応し

ていたのですけれども、今回このＨＰＶワクチンにつきましては、他自治体の状況なども踏まえて、委

員が御案内のとおり無料で、自己負担なしで接種しているところもあるのですけれども、基本的に本市

では任意接種については市民の方に自己負担をお願いしているという考えで、これまで対応しておりま

すので、男性のＨＰＶワクチンにつきましても、そういった形で対応しているところでございます。 

 また、来年から今度、男性のＨＰＶワクチンの９価ワクチンが国のほうで認められましたので、９価

ワクチンの自己負担については来年度予算のところで、また改めて御説明させていただきますけれども、

なるべく市民の方が打ちやすい金額ということで、以前一般質問もいただいておりましたので、負担に

ならない範囲、また他自治体の状況なども参考に、今後対応していきたいと思っております。 

 以上です。 

【蔵野委員】  2,500円の根拠がおたふく風邪の認識と合わせたという話ですよね、今の話だと大体。

そうすると、おたく風邪の接種料ってお幾らなのですか。それがちょっと。だってこれは１回３万円で、

３回で10万かかるものを、おたふく風邪ってもうちょっと忘れてしまいましたけど、実際自己負担とい

うか、１回接種でお幾らぐらいなのでしょうか。そこら辺をちょっとお示しいただきたいと思います。 

 この子宮頸がんワクチンというのは子宮頸がんに対するワクチンだから、男性がなることはないので

す。ただし、やはり大切な人を守りたいとか、そういう思いで打つということだと思うのですけれども、

そういうものに対してはやはりこれは、３万円に対して2,500円の自己負担というのは、なかなか進ま

ないと思うのです。 

 しかもこれは若い世代が基本的には接種するのが多いから、やはり経済的になかなか大変なときに、
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大変な負担になると思いますし、やはりこれは増えないには増えないなりの根拠があるな、接種率が増

えない根拠があるなと私は思うし、こういうところに自治体の考え方というのが反映されてくると思っ

ておりますけれども、どのようにお考えか、これは市長にお伺いしたいと思います。 

【小美濃市長】  予防接種の負担というのは、様々これは議論しています。バランスを持って。先ほ

どはおたふく風邪というので一つの例がありましたけれども、様々比較しながら、あまり突出しないよ

うにというふうに設定をしていますので、今回もそういう意味では、平均的なというより、標準的なと

いうほうがいいのかな、標準的な、ある意味市内の考え方でそのような補助をさせていただいていると、

そういうことでございます。 

【寺井地域保健調整担当課長】  すみません、おたふく風邪の具体的な金額は、ちょっと今手元にな

いのですけれども、男性のＨＰＶワクチンの接種率の向上につきましては、御自身の、男性自身の病気

を守るという視点もございますし、やはり女性の方に子宮頸がんに感染させないという、そういった役

目もございます。それでまだまだやはり一般的に、実は無料で実際接種している23区なんかにも聞き取

りしたのですけれども、接種率自体は本市と大きく変わらないというような現状がございます。 

 そういった中でやはり全国的にこの接種率が伸びないというのも、まだまだやはりＨＰＶワクチンが

女性のワクチンという。諸外国ではもう男性も一般的にはなってきているのですけれども、なかなか日

本国内ではまだまだ女性の子宮頸がん予防という認識がある中で、やはり今後は男性に対する周知啓発、

自分自身の病気を守るため、また女性、将来パートナーになる方のために感染させないような、そうい

った大切な役目があるというような周知啓発が大切だというふうに思っておりますので、今後も丁寧な

周知を行っていきたいと思っています。 

 また国のほうも、今現時点では任意接種なのですけれども、将来的には定期接種に向けた検討も今行

っているというもので話は聞いておりますので、その辺りの国の動向なども注意深く見ていきたいとい

うふうには思っております。 

 以上です。 

【蔵野委員】  任意接種の平均的なというか、それにやはり鑑みてというふうに市長のほうからもい

ただきましたけれども、おたふく風邪を基準としているとおっしゃいながら、その料金がなかなかちょ

っと出てこないとか、何かそこら辺はもう少し、そういうところからもこの男性のＨＰＶワクチンに対

する市のほうの認識もちょっと、甘いと言ったらあれですけれども、ないのかなと感じました、答弁の

ほうからも。 

 ただ、国の定期接種になってくれればそれはもちろんいいのですけれども、やはり啓発ということを

考えても、助成のほうは、これは接種率が全額補助にしても2,500円だけど、助成でも変わらないとい

うふうですけれども、やはりこれはそういう視点ではなくて、こういう啓発ですとか重要性という点か

らも、助成額のほうは、私はしっかり引き上げるべきだと考えております。意見として申し上げておき

ます。 

 それと、では別な項目に行きます。196ページ、老人福祉費です。額の多いところで。これは負担金、

補助及び交付金３億2,024万5,000円の減と、結構大きな減になっているのですが、これは何でしたか。

内容の詳細と背景を教えていただきたいと思います。 
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【吉田高齢者支援課長】  負担金の減に伴う御質問でございますが、負担金につきましては、施設整

備の、昨年度予算計上しておりました小規模多機能型居宅介護と認知症グループホームでございますが、

昨年度も公募を行った際に、事業者が、建築資材の高騰ですとかそうしたことで、結局手を挙げていた

だけなかった。その状況を鑑みて、令和７年度につきましては、そうした事業者の状況を注視しながら

公募の必要性、公募の実施を検討するというふうにしたところなのですけれども、いろいろなヒアリン

グを行った結果でも、そうした事業者の手が挙がる見込みがなかなか立たなかったということでござい

まして、令和７年度、これの補正減を行うというところでございます。 

【蔵野委員】  ではこれはどうなのでしょう、見込みは。来年度も含め、何か現状見込みはあるので

しょうか、お願いします。 

【吉田高齢者支援課長】  令和６年度の公募のときに手が挙がらなかった後に、すぐに他市、26市へ

の照会をかけました。そうすると他市も同様に、物価高騰の影響ですとか、人材の確保が難しいといっ

た状況から、こうした事業者を集めるのが難しいということが分かりました。その後、事業者にもヒア

リングを行ったところ、やはり土地の確保だとかそういった条件が整わないと、なかなかこうした公募

に手を挙げるのは難しいということが分かりましたので、土地の確保などの支援なども含めて、今後検

討していかなければならない状況だというふうに考えてございます。 

【蔵野委員】  ぜひお願いしたいと思います。でもこういうことって、今後ほかの分野というか、と

ころでも起こってくるのかなと思いながら聞いておりました。小規模多機能のほうは最近本当に注目さ

れている施設でもありますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 以上です。 

【山本委員長】  補正予算の質疑の方、まだいらっしゃいますよね。 

 それでは、これでちょっと午前中の質疑を終わりまして、午後は13時からといたします。 

 暫時休憩いたします。 

○午前１１時５７分 休 憩 

                                          

○午後 １時００分 再 開 

【山本委員長】  休憩前に続き、会議を再開いたします。 

 質疑を続けます。質疑のある方。 

【浜田委員】  すみません、204ページの生活保護総務費はここで聞いていいのですか。いいですか。

すみません。そこで住居確保が減になったというような説明があったと思うのですけど、詳細をすみま

せんがよろしくお願いします。 

【宮本生活福祉課長】  住居確保給付金の減についてなのですけれども、今年度から法律が変わりま

して、高額の家賃のところに住んでいることによって、それが生活困窮の要因の一つであるという方に

対しては、今年度から、転宅の費用、敷金、礼金だとか、あと、引っ越しにかかる費用だとかを出せる

というふうに法律が変わりまして、そちらについて、何件ぐらいあるのかだとか、なかなか見込めない

ところもあり、あとそれができるということで、この住居確保給付金についての申請も増えるというこ

とがあり得ると見込んで、今年度かなり多めに予算を取ったのですけれども、実際には今年度はその申
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請もなくて、多摩のほかの自治体に聞いたところでも、ほとんどの自治体では申請がなかったというと

ころではあります。 

 これからその辺りの必要に対してどのように掘り起こしていくかなどの課題もあるのですけれども、

今年度はこれだけの額の減額となったということです。 

 以上です。 

【浜田委員】  ありがとうございます。申請がなかったというのは、全くゼロ件ということなのでし

ょうか、確認したいと思います。だから法律が変わったということを、御本人たちが全く知らなかった

ということもあるのでしょうか。 

【宮本生活福祉課長】  従来の住居確保給付金については申請がありました。ただ、その生活困窮者

自立支援法の申請のタイミングで、転宅を要するという方が今回はいらっしゃらなかったということに

なります。いろいろな理由で困窮の相談に来る方がいらっしゃいます。その中で、そもそも住居確保給

付金を知って来るという方と、でも知らなくて来られる方も多い中で、御案内をさしあげているところ

です。その中で今回その要件に合致する方がいらっしゃらなかったというところ、その転宅というもの

が合致する方はいらっしゃらなかったということになっております。 

 以上です。 

【浜田委員】  分かりました。ありがとうございます。では、この法律が変わったということを知ら

ずにやってくる方もいらっしゃるということなので、その周知啓発という部分では、しっかりまた丁寧

にしていただけたらと思います。 

 以上です。 

【本間委員】  私も住宅確保のところで伺いたいと思ったのですが、今23区では住宅費がすごく高騰

して大変な状況だということを、よく報道されるのですが、こうした武蔵野市でも家賃の高騰などの影

響はあるのか、ないのか、そのことによって生活保護世帯の方とか低所得者の方たちに影響が出ている

ことはないのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。 

【宮本生活福祉課長】  家賃については、随分今上がってきているところだと思います。特に生活保

護ですと、基準がありまして、単身の方ですと基本５万3,700円以内の家賃のところに住んでいただく、

もしくはそこまでしか出ないというところで、今高額の家賃の方が引っ越すというときに、５万3,700

円以内というところで見つけられる家がかなり少なくなってきているということは、弊害だなというふ

うには思っています。 

 こちらは制度として国のものなので、これからそこの基準の見直し。東京都として決めているところ

があるので、東京都にも見直しについては話していきたいなとは思っております。なかなか市でできる

ことも限られてはいるのですけれども、どれだけ柔軟にできるのか、各市、各区部ではどのようにやっ

ているのかなども現在調べているところで、住居費についてはかなり問題意識を持っているところです。 

 以上です。 

【本間委員】  ありがとうございました。低所得者の方だけでなく、武蔵野の中でも家賃が上がって

きたりして市民の人たちに影響が出ているということは、内容を私もいろいろと調べたいなというよう

に思っておりましたので、ぜひ対応があればやっていただければと思います。 
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 ２つ目に伺いたいのが、207ページの塵芥処理なのですが、これは有料ごみの契約方法を変更したと

会議で御説明があったように思うのですが、もう少し詳しく御説明をいただけますでしょうか。 

【臼井ごみ総合対策課長】  こちらの塵芥処理費のところの補正増の説明になります。こちらは有料

ごみ処理袋の製造、管理委託、そちらの金額の補正増になります。こちらにつきましては、令和８年度、

ごみ袋にバイオマスプラスチックの配合を予定しておりまして、そうすると、今現在の契約書の仕様が

変更になります。 

 そうしますと、これまで継続で行ってきたところがあるのですけれども、入札になりますので、入札

になって新業者さんになった場合、この新しい業者さんが４月すぐに製造とかができない、また、その

供給体制が十分な体制が取れないということもございますので、今の業者さんから２か月強程度のごみ

袋を買い上げて、それを新しい業者さんのほうにお渡しして、新しいスタートを切ってもらって、市民

の皆様の市民生活、ごみ袋の供給というものを確保していく、そのためのお金になります。 

 以上です。 

【本間委員】  分かりました。今までも厚生委員会で、有料ごみ袋に替わるという御説明はいただい

たところなのですが、この新しい業者というのはプロポーザルか何かで契約して、もう既に決まってい

るのか、この辺を御説明いただければと思います。 

【臼井ごみ総合対策課長】  こちらにつきましては、指名競争入札になっております。現時点では、

ちょっと管財課のほう、契約部署のほうから、決まったというようなものを一応聞いてはいるのですが、

詳細まではまだ確認できておりません。 

 以上です。 

【山崎委員】  随分出ているので、ちょっとほかの方が既に話されていることに関して、それからち

ょっとお聞きしたいなと思ったことが２点あるのでお聞きします。 

 まず、196、197の障害者福祉費の補助費の件なのですけれども、これはさっき枠があって、当初予算

になかなか組み込めないという話があったと思いますが、その枠というのはどういう枠で、その枠自体

いじることができないのかどうかというのをお聞かせいただけますでしょうか。 

【大浦障害者福祉課長】  先ほど申し上げた予算の枠という言い方なのですけれども、当初予算を組

むときに、本来でしたら主管課が伸び率等を見込みまして要求をするのですけれども、あまりにもその

要求額が昨年と乖離して大きいときに、全体として予算規模として調整することがございますので、そ

の場合には、実際年度が明けてみまして、実勢に合わせた形で補正をするというような対応をさせてい

ただいていますので、当初予算では、所管課が思ったように大きな金額が最初に取れないという意味の

御説明でございました。 

 以上です。 

【山崎委員】  話は分かったのですけれども、ただ実際にそれだけ使えそうだという状況があって、

実際にこういうふうに補正も組まれるという状況を考えると、やはり当初予算にしっかり乗せるべきか

なと思うのですけれども、そうやって単に伸び率が大きいからと切られてしまうものなのでしょうか、

それともきちんとした根拠があればそれはできるのだけれども、単にやはりこういうものなので、なか

なかしっかりした根拠までは出せないけれども、おおよその予測でそうだろうというものしか出せない、
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でも、やはりそれがあってしまうということなのか、そこをお聞かせいただけますでしょうか。 

【大浦障害者福祉課長】  伸び率につきましては、こちらとしても過去の数字等も考慮しまして出し

ていくところではございますが、やはり急激に伸びてきますと、かなりの増額になりまして、実際それ

が見込みを下回った場合には、逆に減額補正になってしまいますので、財務の所管としましても、ある

程度のところでどこまで見込むかというところを協議して決めることになっております。 

 また次年度につきましては、最近の大きな伸び率を財政部局とも協議いたしまして、予算のほうには

反映させていただくようにお願いをしているところになりますので、また予算特別委員会などで御質問

いただければというふうに思っております。 

 以上です。 

【山崎委員】  ありがとうございます。この後は予算のほうでしっかり聞くようにします。 

 あともう一個、ＨＰＶワクチンの件なのですけれども、こちらのほうは、絶対に健康であるほうがい

いのは間違いないのですけれども、予算に関わることなので、そこでなくて、お金の件でちょっと聞い

てみたいのですけれども、実際に子宮頸がんであったりとか、男性もいろいろながんに関わってくるウ

イルスであると言われています。その場合に、ワクチンを打っていたらがんにならなくて、どれだけ治

療費が減っただろうというものと、そのワクチンを全員に打たすのにかかる費用の対比を取ったことが

あるのかどうか、お聞かせいただけますでしょうか。 

【寺井地域保健調整担当課長】  ＨＰＶワクチンの治療費に関する御質問なのですけれども、具体的

にどこまでその治療費が削減されたかという統計までは、市のほうでは把握しておりません。ただワク

チンを接種することによって、何百種類というその原因になる病気があるのですけれども、そのＨＰＶ

ワクチン、９価ワクチンにつきましては、接種することで８割から９割の子宮頸がんを防げるというふ

うに言われておりますので、接種することによって一定病気を防げるものと認識しておりますので、今、

ＨＰＶワクチンについては定期接種化されておりますので、市のほうとしても積極的な周知をすると同

時に、また副反応等もございますので、その辺りの周知も併せて丁寧にしているところでございます。 

 以上です。 

【山崎委員】  本当に強制させることは絶対できない。打ちたい人が打てる、打ちたくない人は打た

ない、その環境は絶対必要だと思うのですが、同時に先ほどの国民健康保険のところでも、やはりいろ

いろな支出を減らさなければいけないということを考えると、なるべく病気にさせない、そういう予防

が大事になってくる。 

 まさにこの予防接種って、病気させないための大きな手段の一つであって、それを推進して、本当に

市が負担しても、全額補助をしてでも、その結果、国民健康保険でそういう支出が減るのであれば、財

源なんかいろいろ細かい違いはあるにしても、市民の方がより健康になって、市全体のトータルの支出

は減るというのであれば、それは意義のあることなのかなと。赤字補塡をするよりも、よっぽどそうい

う形で医療費を削減するための市の積極的な施策というのは大事なのかなと思われます。 

 なのでぜひともそういう、これをすることでどれだけの医療費が、またその結果、国民健康保険のほ

うの支出が減るのかというデータも取ってやっていただけると、多分さらにもっと市が独自の補助を出

していいのかどうかという判断の基準になると思うので、ぜひともそういうデータを取っていただきた
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いと思います。これは要望とさせていただきます。 

 以上です。 

【山本委員長】  要望ですか。分かりました。 

 これにて質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【山本委員長】  これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。 

 議案第19号 令和７年度武蔵野市一般会計補正予算（第10回）第１表 歳入歳出予算補正中、歳出 第

３款民生費（人件費及び第２項児童福祉費を除く。）、第４款衛生費（人件費を除く。）、本案を原案

のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

【山本委員長】  挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                          

【山本委員長】  日程第５、議案第20号 令和７年度武蔵野市国民健康保険事業会計補正予算（第２

回）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑のある方はいらっしゃらないですか。 

【本間委員】  ではお願いします。歳出の保険給付費の療養給付費が３億8,000万円減額しておりま

すが、これは見込みを下回ったということなのですが、もう少し御説明をいただけますでしょうか。 

【江波戸保険年金課長】  実際の給付件数も減ってございまして、実際には令和６年度も、被保険者

の方お一人当たりの保険給付費も減ってきております。本市におきましては保険給付費は減少傾向では

ございます。 

 以上です。 

【本間委員】  その理由はどういうことだというように、市のほうは考えていらっしゃるでしょうか。 

【江波戸保険年金課長】  少し経過を御説明させていただきますと、令和５年度の前半、上半期につ

きましては、コロナ禍の影響を受けて、保険給付費は被保険者の方お一人当たりが増えていった傾向が

ございました。ただ令和５年度の下半期にかけて減少傾向でございまして、一旦コロナ明けで増えてい

ったものが、コロナ前に戻りつつあるという推移かなと認識しております。 

【本間委員】  コロナの前とコロナの後という御説明だったのですが、実際は６年度も減少して今回

も減少しているということですが、コロナ前に戻ったという認識だということなのでしょうか。 

【江波戸保険年金課長】  戻ったまで断定できるかどうかはありますけれども、被保険者の方お一人

当たりの保険給付費がコロナ禍明けで急増していったものが、全国的には保険給付費はまだ伸びつつあ

ります。緩やかに伸びつつございます。しかしながら本市については少し減少傾向で落ち着いたという

ところでございます。戻ったとまでは、申し訳ございません、断定はできないのですけれども、一旦減

少傾向ではございました。 

【本間委員】  件数も減ったというような御説明だったように思うのですけれども、もう少し分析し

たほうがいいのではないかなと思って伺っているところなのですけれども。例えば医療控えなんという
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のがあったら、私はよくないなというように思っていて、その辺なんかもどうなのかということも含め

た市の分析としてはいかがなのでしょうか。 

【江波戸保険年金課長】  まだ令和７年度、１年間たってございませんけれども、少し令和６年度の

決算状況から見ましても、まず令和５年度と比べて、入院の保険給付費が大分減ってございます。コロ

ナ禍明けで入院が一旦増え、それが今現在落ち着いてきている状況ですので、療養給付費の中でも、入

院にかかる費用として、かなり前年度比で減ってきたというのが令和６年度決算でございますし、それ

を踏まえての令和７年度の今見込みで、補正減をさせていただいているところでございます。そのほか

入院外でも若干保険給付費は減ってきているところではございますけれども、１年たってみて、また被

保険者数も年度平均の被保険者数が確定いたしましたら、もう少し具体的には分かるかなと思います。 

 以上です。 

【本間委員】  国保の料金改定についても先ほど議論させていただきましたが、医療費がかかるとい

うようなこともいろいろ言われておりますので、ぜひ細かい分析も市としてもしていただいて、そして

安心して医療にかかれるという環境は、ぜひつくっていただきたいと思っております。 

 以上です。 

【山本委員長】  あと、質疑のある方はいらっしゃいませんか。 

 ではこれにて質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【山本委員長】  これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。 

 議案第20号 令和７年度武蔵野市国民健康保険事業会計補正予算（第２回）、本案を原案のとおり決

することに賛成の方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

【山本委員長】  挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                          

【山本委員長】  日程第６、議案第21号 令和７年度武蔵野市後期高齢者医療会計補正予算（第１

回）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【山本委員長】  では、質疑はないということで、これにて質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【山本委員長】  討論はないということですね。これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。 

 議案第21号 令和７年度武蔵野市後期高齢者医療会計補正予算（第１回）、本案を原案のとおり決す

ることに賛成の方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

【山本委員長】  挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 



不確定原稿 

－ 31 － 

                                          

【山本委員長】  日程第７、議案第22号 令和７年度武蔵野市介護保険事業会計補正予算（第２回）

を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

【蔵野委員】  それでは、ちょっと気になったところ、288ページの地域支援事業費、これが646万

9,000円の増となっていますけれども、これは負担金、補助及び交付金のところが主に増えた要因だと

思うのですけれども、これの詳しい内容、内訳、背景等を教えていただきたいと思います。 

【長坂相談支援担当課長】  地域支援事業費の負担金、補助金のところでございますが、こちらは訪

問型、通所型のサービス費になります。介護保険で言うと給付費のところなのですけれども、要支援の

方の訪問型、通所型のサービス費が増したというところでございます。 

【蔵野委員】  分かりました。 

 それと同じページで基金積立金のところで、介護給付費等準備基金積立金、これが１億58万7,000円

の増となっていますけれども、これは何でしたか、どういった種類のものでしたでしょうか。 

【吉田高齢者支援課長】  御質問いただきました介護給付費等準備基金積立金でございますが、これ

は給付の伸びとかによって、給付費が、介護保険の財源が足りなくなったときに、これを充てるために

積み立てておく基金と御理解いただければと思います。 

【蔵野委員】  とすると、これは毎年このぐらい補正がかかる。要するに当初予算に、だったら入れ

ておくのではないかなと思うのですけど、これが補正になっている理由のほうを教えてください。 

【吉田高齢者支援課長】  こちらにつきましては、前年度からの繰越金ですとか給付の状況に応じて

ここは変動しまして、その結果、今年度はこの額を補正しているというものでございます。 

【本間委員】  287ページの保険給付費、介護サービスの諸費が予算より上回ったという御説明をい

ただいたのですが、これについての詳細な御説明をいただきたいと思います。 

【吉田高齢者支援課長】  今御質問いただきました保険給付費の増の要因でございますが、一部のサ

ービス、具体的に申し上げますと、医療系の訪問看護ですとか、居宅療養管理指導の分野での給付費が

上がったことに伴って、年度内の財源が不足しないように、今回補正を行うというものでございます。 

【本間委員】  これは対象者が増えたということなのか、単価が、給付費が上回ったというか、もう

少しその中身を知りたいのですけれど。 

【吉田高齢者支援課長】  医療系のサービスの伸びなのですけれども、これはやはり医療ニーズの増

大が要因の一端だと考えているところでございます。 

【本間委員】  ということは、対象者が増えたのかということを伺ったのですが。 

【吉田高齢者支援課長】  ２つの要因があるかと思ってございます。一つは対象者も伸びていますし、

お一人のサービスの利用量も増えていることが要因になっているのではないかと考えてございます。 

【本間委員】  補正ということは、当初予算ではこれほど伸びるとかと思わなかったから、こういう

形で補正をするということだと思うのです。その辺はこの１年間というか、この中で高齢者の方たちの

実態というか、その辺がある意味反映されていることなのかなと思いますが、今後もこうした傾向があ

るというように市としては思っていらっしゃるのか、また、一時的なものだと思われているのか、また、
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今後も伸びるということになれば、さらにこうしたところにも充実していかなければいけない課題とい

うのがあるのかなと思いますが、その辺についてはいかがなのでしょうか。 

【吉田高齢者支援課長】  今申し上げた医療系のサービス以外の在宅サービスですとか施設系のサー

ビスは、計画ですとか予測に基づいた動きの範囲にございますので、そういったところは、我々の予想

と同じような給付の動きをしていると思ってございます。ここの医療系サービスにつきましては、先ほ

ど申し上げました医療的なニーズの高まりというのが、やはり伸びてきているかなと思ってございます

ので、今後の動きも含めて注視してまいりたいと考えてございます。 

【山本委員長】  よろしいですか。 

 それでは私も介護保険に関して質問したいと思います。 

 この際、委員として質疑をしたいと思いますので、暫時副委員長と交代をいたします。 

（委員長、副委員長と交代） 

【山崎副委員長】  それでは、委員長と交代いたします。 

【山本委員】  介護保険の補正に関して伺いたいと思います。2024年度、2025年度は訪問介護報酬の

減額があって、全国的には様々な影響が出て、地域によっては事業者がなくなったところもあるように

伺っております。武蔵野市ではこの年度で、その業者やヘルパーさんの働き方に関して、どこかに減額

の査定とかがあったのか、どう反映されているのかを伺いたいと思います。 

【吉田高齢者支援課長】  訪問介護の報酬の減の影響についての御質問ですが、こうした影響につき

ましては、定例で行っている事業者連絡会議等で事業者とも意見交換をしながら、状況把握に努めてい

るところでございますが、直ちに市内の訪問介護事業所の撤退だとかヘルパーの減にはつながってはい

ないところなのですけれども、こうした影響は徐々に出てくるところだと思ってございますので、来期

に向けての調査の中で、そうした状況の把握ですとか、また今後新たに市として行う施策の必要性につ

いては、検討していかなければならないと思っているところでございます。 

【山本委員】  ありがとうございます。そうしますと武蔵野市では訪問介護を行っている事業者に関

しては、例えば倒産したとか、廃業したとか、もしくは他市に移転をしたとかということはなくて、そ

こで働いているヘルパーさんには影響はなかったという理解でいいのかということが１点と、先ほどの

御答弁で、業者と意見交換があったので、それを来期に向けて検討するという話でしたが、第１期は、

３年に１回、いろいろ介護報酬に関しては考えているのですけれども、ちょっと異例なことで、臨時改

定を来年度行うというようなことも聞いておりますけれども、意見交換でどういう話が出て来期にどう

反映するのかというのも、２番目に伺いたいと思います。 

【吉田高齢者支援課長】  意見交換の中では、直ちに撤退するだとかといった話は伺っていないのと、

直ちにヘルパーの人数が減ったということではないとは聞いているところなのですけれども、やはりそ

れ以外にも物価高騰の影響とかもありますので、そうした対応については随時検討して、直近でも物価

高騰対策の補助金を支出しているところでございます。 

 １点目の市内の事業者への影響がなかったかというところでございますが、直ちに影響、すぐの影響

はなかったというふうには考えてございますが、なかなか訪問介護事業者報酬が抑えられている中で、

人材の確保がさらに難しくなっているという御意見はいただいているところでございますので、そこに
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対する市のサポートがどういったことができるかは、今後も検討してまいりたいと思ってございます。 

【山本委員】  御答弁ありがとうございます。私のよく知っている人も、この近隣でヘルパーの仕事

をされているわけなのですけれども、そういう方のお話を聞くと、この都会である武蔵野市近辺の自治

体でも様々に影響が出ていて、仕事に関して考え直している方もいるように聞いております。武蔵野市

はこのことによって大きな影響はないと、先ほどおっしゃいましたけれども、やはり影響は避けられな

い。だから来年度、報酬に関しては臨時で考えるということも出てきたのではないかと思います。 

 物価も高騰しており、賃金がそれに見合って上がっていかなければ、やはりもうほかのところに移動

しようかという人が出るおそれもあると思いますので、ここはしっかり意見交換をしていただいて、事

業に影響のないようにしていただきたいと思いますが、これに関して御意見がありましたら伺いたいで

す。 

【吉田高齢者支援課長】  今後も事業者の連絡会議ですとか、また個別のアンケートなどを実施しな

がら、こうした状況を正確に把握してまいりたいと思っているところでございます。 

【山崎副委員長】  それでは、委員長と交代します。 

（副委員長、委員長と交代） 

【山本委員長】  これにて質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【山本委員長】  これにて討論を終局し、直ちに採決に入ります。 

 議案第22号 令和７年度武蔵野市介護保険事業会計補正予算（第２回）、本案を原案のとおり決する

ことに賛成の方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

【山本委員長】  挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                          

【山本委員長】  次に、行政報告に入ります。 

 東京都後期高齢者医療保険料率の改定について、報告をお願いいたします。 

【江波戸保険年金課長】  それでは、東京都後期高齢者医療保険料率の改定について御報告申し上げ

ます。 

 去る１月29日に開催されました令和８年第１回東京都後期高齢者医療広域連合議会定例会におきまし

て、令和８・９年度後期高齢者医療保険料率の改定に伴う東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療に関する条例の一部を改正する条例が可決されました。施行日は本年の４月１日でございます。 

 保険料率につきましては、資料の１に記載のとおり、均等割額、所得割率、賦課限度額がそれぞれ改

定されることに加えて、令和８年度から子ども・子育て支援分が導入されます。前年度と比べまして、

均等割が合計7,300円、所得割率については合計0.47ポイント、賦課限度額については合計７万1,000円

の増となります。 

 低所得者に対する均等割軽減の拡充につきまして、（１）均等割額５割軽減と２割軽減の対象世帯に

係る所得判定基準について、経済動向等を踏まえ、被保険者数に乗ずる金額を改め、対象となる範囲を
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拡充するものでございます。 

 また、（２）均等割額７割軽減の対象者につきましては、医療分をさらに0.2割軽減し、均等割額7.2

割軽減を適用するものでございます。 

 ２の１人当たり平均保険料見込額につきまして、令和８年度は年額で12万7,400円となり、１万6,044

円上がる見込みとのことです。 

 ３は、保険料率算定の条件の主なものを記載してございます。 

 （１）は、子ども・子育て支援金制度が施行されることに伴う、子ども・子育て支援金分が加算され

ることによる増です。 

 （２）は、令和８年度及び令和９年度の後期高齢者負担率でございます。後期高齢者負担率とは、後

期高齢者の医療費を賄う財源のうち、後期高齢者の保険料で賄う割合のことでございまして、２年ごと

に見直されることになっております。 

 （３）は、１人当たりの医療給付費の伸び率を1.66％としております。 

 （４）は、出産育児支援金による財政影響を見込んでいるものです。 

 （５）は、被保険者の負担軽減のために活用する基金及び決算剰余金の金額です。 

 裏面を御覧ください。４は、被保険者の負担増を軽減するために、東京都後期高齢者医療広域連合が

独自に実施している保険料率等増加抑制策の継続実施を掲載したもので、令和６・７年度と同様に行う

ものです。 

 （１）は、本来保険料で賄うべき保険料未収金などの経費を、市区町村の一般財源から負担するもの

でございます。 

 （２）は、年金収入168万円未満の被保険者につきましては、所得割額を50％、年金収入173万円未満

の被保険者につきましては25％それぞれ軽減するために、市区町村の一般財源から負担するものでござ

います。令和８年度における本市の負担金額の見込みは、合計で１億2,590万4,000円でございます。 

 なお、市区町村の負担金で抑制策を実施することにつきましては、広域連合の規約の変更が必要とな

ります。規約の変更に当たりましては、地方自治法の規定によりまして、広域連合を構成いたします市

区町村議会の議決を経て、広域連合が都知事に届出を行うこととされておりますため、このたびの定例

会において規約変更の議案を提出しており、先ほど委員会可決していただいたものでございます。 

 ５、年金収入額別の保険料額の見込みは、参考といたしまして、単身世帯、夫婦ともに後期高齢者医

療制度の被保険者の場合の年金収入額別の保険料額の見込みを記載しております。左から、世帯の累計、

年金収入額につきまして、令和７年度と令和８・９年度の保険料額と増減額を記載してございます。実

際には被保険者御自身の御所得によって保険料が決まってまいりますので、こちらは目安としてお載せ

をしております。 

 以上で説明を終わります。 

【山本委員長】  報告が終わりました。これより質疑に入ります。ございますか。 

【浜田委員】  ではよろしくお願いします。この裏面の５番で、単身者のところです。ちょっと伺い

たいなと思うのですけれど、年金収入別の保険料見込みで、単身者の増減額でマイナスになっていると

ころ、年収金額199万円と225万円。これはどういった理由というか、詳細を教えていただけますか。 
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【江波戸保険年金課長】  表面の低所得者に対する均等割額軽減の拡充と関連がございまして、例え

ば今御指摘いただきました単身世帯の199万円の方、こちらの方ですと、今まで２割軽減だったものが

５割軽減に対象の範囲で入ってくるというものです。また、年金収入額225万円のこちらの方ですと、

今まで軽減がなかったところが令和８年度には２割軽減に該当するので、前年度と比べて負担が軽くな

るといいますか、軽減されるといったところが、こちらの年金収入額の方々です。 

 以上です。 

【浜田委員】  分かりました。マイナスになる、軽減される部分では助かるというのですか、いいか

なとは思うのですけれど、影響を受けやすいところなのですか。どんなふうにこちらとしては見ればい

いのでしょうか。もう一度、すみません、伺えたらと思います。 

【江波戸保険年金課長】  今回の改定につきましては、均等割額も所得割率、また賦課限度額も改定

してございますので、均等割額改定がありますと低所得の方が影響を受けますし、所得割率を改定する

と御所得のある方に負担がございます。また賦課限度額の改定によって、高所得の方についてもさらに

保険料が上がりますので、今回の改定は被保険者の方全体にかかってくるものでございます。 

【浜田委員】  分かりました。その保険の説明を伺っても、具体的に説明していただいていると思う

のですけど、なかなかのみ込めないところがあるのです。すみません。了解しました。 

 もう１点伺いたいのが、転入者への対応というのですか、後期高齢者医療の保険料というのは、途中

で転入してきた場合、どんな形で対応されるのでしょうか。 

【江波戸保険年金課長】  ２パターンございまして、こちらは東京都の広域連合でございますので、

都内で転入された方ですと特段保険料は変わりはございませんけれども、都外から転入された方につき

ましては月割りで変わってまいります。基本的には、月末に所属していらっしゃる医療保険者から保険

料は賦課させていただきますので、前にお住まいの住所地ですと、月末かどうかにもよりますけれども、

その月まで、また新しく武蔵野市にいらっしゃった場合ですと、その月以降で月割りで保険料を計算し

直させていただいて、それぞれから変更の通知を送らせていただいているところです。 

【本間委員】  では、今回は国保でも子ども・子育て支援金が議論になりましたので、後期高齢者医

療保険料では、これだとモデルケースといってもあれなのですが、平均化が分かっているのかなと思う

ので、どのぐらいの金額になるかというのが市のほうで分かっているものがあれば、お示しいただきた

いと思います。 

【江波戸保険年金課長】  まず単身世帯で、例えば年金収入額一番上、80万円の方ですと、子ども・

子育て支援分が１年間で300円の増でございます。また次の168万円の年金収入額の場合ですと、子ど

も・子育て支援分が１年間で500円の増です。（２）の夫婦ともに後期高齢者被保険者の方の160万円の

年金収入額の場合ですと、御夫婦合わせて子ども・子育て支援金分が600円、また248万円の御世帯です

と、子ども・子育て支援分が年間で800円の金額でございます。 

 以上です。 

【本間委員】  分かりました。こども家庭庁が昨年試算を発表したときは、１か月で200円とかと言

っていたのですが、大分これだと。所得によって、家族も違っているのですが、平均というような形で

はお持ちになっていらっしゃるかどうか、もし持っていれば御答弁いただきたいなと思います。 
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 それから、後期高齢者もやはり保険料をなるべく抑えようということは努力されているというか、そ

ういうように対象者の方も値上げしないようにしてほしいと思っていると思うのですが、この後期高齢

者医療の財政安定化基金、これを活用して値上げを少しでも抑えるという役割というのもあるのではな

いかと思うのですが、これは２年に一度の改定によって、全額この基金は使っているのかどうか、お伺

いをしたいと思います。 

【江波戸保険年金課長】  １点目の被保険者お一人当たりの子ども・子育て支援金分の御質問でござ

いますけれども、平均では、申し訳ございません、ちょっと今手元にないのですが、国のほうで試算し

ておりますのが年収200万円の御世帯で、お一人ですと保険料が年額2,400円でございまして、当広域連

合の保険料の見込みは、今の年収200万円ですと保険料が2,200円でございますので、国の試算と比較を

いたしまして、200円、当広域連合のほうが試算が低いということでございます。 

 また財政安定化基金でございますが、財政安定化基金全額拠出をするというものではございませんけ

れども、内訳の一つとして、財政安定化基金分173億円を使用するものでございまして、ちょっとごめ

んなさい、残額については今把握しておりませんけれども、一部を使うということだと認識しています。 

【本間委員】  分かりました。大体国が試算した金額と、200万円だとそれほど変わっていないとい

うことですね。分かりました。 

 それからあと、介護保険の改定のときは、基金を使って値上げをなるべく抑えようということで市の

ほうでも努力されていて、大体全額使って値上げ分を抑えるというようにやっているのですが、後期高

齢者の場合は全額ではないということなので、どのぐらいの割合なのかというのは分かりますでしょう

か。 

【江波戸保険年金課長】  広域連合の収支内訳の中で、比較対象として、最適化はございますけれど

も、医療給付費として全体３兆4,516円かかるという試算をしております。その中で財政安定化基金173

億円を投入するというふうに伺っております。ですので、割合としてそんなに高いかどうかというのは

ありますけれども、被保険者の負担軽減のためには、財政安定化基金ですとか決算剰余金を広域連合と

しては使って、極力保険料の増加を抑制しているというふうに伺っております。 

【本間委員】  現在、後期高齢者医療財政安定化基金というのはどのぐらいあるのでしょうか。 

【江波戸保険年金課長】  お待たせしておりまして申し訳ございません。現在ちょっと手持ちの資料

では、基金残高、持ち合わせはございませんけれども、広域連合からの今回の保険料改定とともに財政

安定化基金として費やす金額の提示が、先ほど申し上げた金額でございまして、残高については、申し

訳ございません、ちょっと今の段階では持ち合わせ資料がございません。 

【本間委員】  今日、条例でもないですし、行政報告ということですので、なるべく後期高齢者保険

料も、これは東京都で決めることになりますが、組合で決めることですが、そうした基金の活用で料金

を抑えるということについては、ぜひ武蔵野市としてもそうした意見を言っていただきたいということ

を申し上げたいと思います。 

 以上です。 

【山本委員長】  ほかに質疑のある方。ないですか。 

 これにて質疑を終わります。 
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 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日の厚生委員会を閉会いたします。 

○午後 １時５２分 閉 会 


